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保 健 ・医 療 協 同 組 合 論 ノ.__.ト そ の1

一近 年 の保健 ・医療協 同組合 の国際 的動 向 と

マル クス ・エ ンゲル スの協 同組合論

日 野 秀 逸

は じめ に

本稿 は、実態的 に も理論的 に も新 しい領域 であ る保 健 ・医療協 同組 合に関す

る、筆者 の研究 ノー トで ある。一般に理論 は、2っ の源 を持つ。1つ は現実、実

態 である。 ここで言えば保健 ・医療協同組合運動で あ る。 もう1っ は先行す る理

論 であ る。

保健 ・医療協 同組合は、後述す るよ うに、国際協 同組合同盟(ICA)で も各国

の活動 の全容を把握で きて いな い新 たな協同組合運動 であ る。 しか も、福祉協

同組合 や環境協 同組合 などとともに、21世 紀 にお いて協同組合が しか るべ き役

割を果 たす ことを期待 されて いる、戦略的 に重要 な領 域であ る。

この ノー トは、保健 ・医療協同組合運動 の実態 と、理論化 の前提 とな る先行

理論 とを検討 し、筆者の考え る保健 ・医療協 同組合 論 を提示す るための、準備

作業で あ る。叙述 においては、 ノー トという性格 か ら、文献 ・資料 か らの引用

とそれ に対す る筆者 の コメ ン トが多 く含 まれ るこ とを断 って お く。

1協 同組合運動の新分野としての保健 ・医療協同組合

1-1各 論 の確立 の重要性

従来、協同組合の中心は、農業協同組合と消費協同組合(そ れも労働者を主

たる組合員とする消費協同組合)で あり、協同組合理論もこれらの分野を想定

して構想されることが多かった。特に日本では農業協同組合が主たる対象であ

った。
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この点 に関 して松村 は次のよ うに述べて いる。「協同組合 は労働組合 とは違 っ

て、 その構成員 に本質的 な差異 があ る。っ ま り、範疇的 に異 な った組合員 によ

って、それぞれの、 しか し同 じく協同組合 と呼ばれ るものが構成 されて いる。 も

ちろん これ らの協 同組合 は同一 ない し類似 した面を少 なか らず もって いるが、そ

の組合員の差異 によ って本質的差異 が生 じ、 これ らを 同一 に論 じる と、特 に本

質論の段階で混乱 と誤 りを導 くことにな る。協同組合論(本 質論、原論)は 、欧

米で は区別 して論述 され る場合 が多 く、わが国で もこれ らにな らった もの もあ

るが、最近 では一般論 と して各 種の協 同組合が、あ たか も同一で あるかの よ う

に論ぜ られている。 こうな って いる理由はあま り定かで はな いが、おそ らく、わ

が国の特徴 と して、協同組合 の創設 と発展が多分 に行 政的で あ り、かっ農 業協

同組合(産 業組 合=小 資本 の協 同組合)に 偏重 し、反 対 に消費協同組合(労 働

者の生活協 同組 合)が 著 しく立 ち遅 れて いるとい う現 実 に関連す る もの と思わ

れ る。戦前 の多 くの期間、わが国の協 同組合が農業協 同組合 のみのよ うな状 況

の下では、 この よ うな本質論 で もそれほ ど支障はなか ったか もしれな い。 しか

し生活協 同組合 もかな り発展 して いる現状では、/協 同組合 の理解 を混迷 させ

るだ けでな く、実 際面を正 しく指導す ることにも問題 が生ず る。 それ ゆえ わが

国の慣例 に したが って協 同組合 を論ず るな ら、一般論 にお いて、各種協 同組合

の同一性 と、よ り重要 な異質性 をまず明確 に指摘 したあ とで、各種協同組合 の

分析、 いわ ば各論 を展開す るとい う方法を とるべ きで あ ろ う。あ るいは各種協

百 咀Aそ れ ぞれ別 の 盲組Aと して°A"る の 適 と るのであろ'と

にか 百 咀A訟 に お いて の急 は 別 の 百 咀A塾 立 る こ とで

あろゑ(松 村善 四郎、中川 雄一郎 、『協 同組合の思想 と理論』、 日本経済評論社、

1985年 、124-125ペ ー ジ、下線 は筆者の もの)。

筆者 は、松村 の提 案を妥 当な もの と考え る。そ して、下線 の指摘を念頭 に置

きつっ作業 を進 めた い。

1-2保 健 ・医療協 同組合 自体 の多様性

松村 は、各協同組合が その構 成員の階級 あ るいは階層 によ って、本質的 な差
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異を持っ と主張 して いる。その上で、協 同組合を3っ の範 疇 に区分 して いる。 こ

うであ る。「協 同組合を構成 しなければな らない問題 を持 った範疇 は、大方の研

究者が示す よ うに3つ であ り、 したが って協 同組合 も3種 類 とい うことにな る」。

1つ は資本主義経済 の初期に封建的小生産者が、没落か ら身 を守 るために組織 し

た小生産者協 同組 合(生 産協 同組合)。1つ は労働者 階級 の貧 困問題 に対処す る

消費(生 活)協 同組合。1つ は小 資本(例 え ば農業、中小企業等)協 同組合で あ

る(前 出、125ペ ー ジ)。

ところで、保健 ・医療協同組合 には、開業 医(=小 資本)を 構成員 とす る も

のがあ る し、わが国 の厚生農業協 同組 合連合会 のよ うに、農業 協同組合 の県単

位の連合会 が所 有 ・運営す る保健 ・医療協 同組合 もあ る。 これは、小 資本協 同

組合の2次 協 同組合が組織す る保健 ・医療協同組合で あ る。

スウェーデ ンや スペ イ ンな どには、労働者が組合員で あ り、 しか も消費協 同

組合で はな く保健 ・医療 サー ビス生産 を目的 とす る協 同組合が存在す る。 これ

は、松村の言 う3つ の範疇 には含 まれないであろう。労働者 階級が解決 しなけれ

ばな らな いのは、決 して消費分野の問題 だけではな い。労働者 階級が、資本主

義経済 におけ る生産 の担 い手 と して立 ち現れ、かっ経 済活動 の管理能力 を も身

にっけ ることが 、社 会主義(共 産主義 の初期段階 と しての)へ の移行の不可欠

な要因 であ るとすればなおさ らで あ る。 こう した労働者の生産協 同組合が、保

健 ・医療領域 に存在 して いる。

また、 日本生 活協同組合連合会 医療部会の よ うに、主 と して労働者 ・勤労市

民 を組合員 と し、かつ職員 の殆 ど も同 じ協同組合の組合員で あ る、保健 ・医療

協同組 合 も存在 す る。 これは、労働者 消費協 同組合(労 働者生協)と い う範疇

と、保 健 ・医療 労働者を組合員 とす る労働者生産協同組合 とい う範 疇の統合 さ

れた もの として、独 自の範 疇を形成 す るので はなか ろ うか。

1-3国 際協 同組合運動における保健 ・医療協 同組合への関心

さて、保健 ・医療協同組合が新たな協同組合運動の領域であると言い切るこ

とは、正確ではない。わが国では少なくとも戦前の産業組合法の下での医療利
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用 組合 が 、1919年 に 島根 県 で活動 を開 始 して い る。 ま た 、ア メ リカで はマイ ケ

ル ・シェイ デ ィ ド(MichaelShadid)医 師が 、記 録 に残 って い る最 初 の保 健 ・医

療 協 同組合 を1929年 にオ クラホマの農 村 地帯 で設 立 した。 かれ は引 き続 き1930

年 代 に農 村 地 帯 で精 力的 に協 同組 合 医療 を推 進 した。 現 在 で も、 組合 員(選 挙

権 を有す る正 組 合員)8万 人 、会員(選 挙 権 を持 た ない利 用組 合 員)37万 人(1991

年 度 の 数)を 擁 す るGroupHealthCo-operativeofPugetSoundが シア トル を

拠 点 と して活 動 して い る。GHCは1947年 に発 足 し、今 日で は ア メ リカ全土 の健康

保 持機 構(HealthMaintenanceOrganisation=前 払 い制 保健 ・医 療供給 シス テ

ム)の 中で も、12位 の組 織 人 員 を有 して い る。

筆者 が1992年 に行 った カナ ダの保 健 ・医療 協 同組 合 に関す る調 査 では、カ ナ

ダ に少 な くと も10以 上 の保 健 ・医療 協 同組 合(こ れ は労 働 者 消 費協 同組 合 で あ

り、 そ この 従 業 員 は カナ ダ公 務員 労 働 組 合 に組 織 され て い る。 つ ま り、 ほぼ公

共 セ クタ ー と同 様 に位 置 づ け られて い る)が あ り、5つ はサ ス カ チ ュ ワ ン州 に、

4つ は マ ニ トバ 州 に、1っ はアル バ ー タ州 にあ った 。 最 も古 いの は1962年 に創

設 され た サ ス カ トゥー ン市 の協 同 組 合 で あ る(DennisGruending,TheFirst

TenYears,CommunityHealthServiceAssociation,Sasukatoon,1974。 ま た、

日野 秀 逸 、 「カ ナ ダの 医療 生 協 」、 『健 康 生 協 』、 日本 生 活 協 同 組 合 連合 会 医 療部

会 、通 巻5号 、6号 、1992年)。

この ほか に も、 創 設 以 来30年 か ら40年 の歴 史 を持 つ 保 健 ・医 療協 同組 合が

ア ジア各 国 に存 在 して い る。 とす れ ば 、 保 健 ・医 療協 同 組合 が新 参 協 同組 合だ

と い うの は 、 む しろ国 際 協 同組 合 同 盟 に代 表 され る従 来 の協 同組 合 運 動 の側 の

認 知 が 遅 れ た とい う こ とを意 味 して い る とい うべ きで あ ろ う。 もち ろん 、ICAに

保 健 ・医療協 同 組 合 に た いす る認 識 が ま った く欠 けて いた と言 うつ も りはな い。

個 々 に は、 触 れ られ て いた し、 また 協 同組 合運 動 に思 想 的影 響 を及 ぼ した イギ

リスの ロバ ー ト ・オ ー エ ンや フラ ンス の サ ン ・シモ ン時代 か ら 「協 同組 合 は ま

た、コ ミュニ テ ィの構 成 員 の健康 につ いて関心 を持 って い た」の だ し、(ICA,「21

世 紀 に お け る協 同組 合 の ア イ デ ンテ ィ テ ィー 背景 資 料 」、1994年 、 日本 生 活

協 同組 合 連 合 会 『協 同組 合原 則 の検 討 資 料 』、1994年 、所 収 、34ペ ー ジ)、ICA

が これ まで2度 制 定 した協 同組 合 原 則 に包 含 され た5っ の伝 統 の1っ は、 「広 い
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範 囲のサー ビスを提供す る協 同組合 を取 り巻 いて いる。例 えば保 険、医療 、住

宅 、育 児の協 同組合 も含んでお り、 この伝統 は、時には他 の分野 の協 同組合 と

提携 して、また時 には単独で、非常 に大規模 な協 同組合を生 み だ した。 これ も

また、広範囲で多様 な成長の可能性を持 って いる分野 なので あ る」(同 、26ペ ー

ジ)と も語 られ て いる。

しか し、保健 ・医療を独 自の協同組合範疇 と して、一般 的 にで はな く当面 の

優先順位 の高 い協 同組合 と位置づ けたの は、近年 の ことであ る。

この問題意識 に立 って、ICAで の論議 を中心 に、保健 ・医療協 同組合 に対す る

関心 の形成を あ とづ けてお こう。

1-41CAと 保 健 ・医療 協 同組 合

ICAは 、1992年 段階 で全世界 に5億5千 万人の組合員を有す る組織 であ り、国

連の経済社会理事会(EconomicandSocialCouncil.国 連の主要機 関の1っ で、

経済 ・社会 ・文 化 ・教育 ・保健 ・医療 に関わ る国際的事項を扱 って いる)を は

じめ い くっかの国連の専門機関 にお いて、カテゴ リー1(カ テゴ リー1の 地位を

与え られて いるの は、約700余 りのNGOの うちで国際赤十字社連盟、世界労連、

国際 自由労連、な ど35団 体であ り、上記 の経済社会理事会 に対す る議題提案権

と一定 の発言権が認 め られている)の 地位 を持っ非政府組織(NGO)と して、活

発 な国 際活動を展 開 して いる。

さて周知 のよ うに、現代の協同組合の起源、世界の消費者協 同組合 運動 の出

発点 は、イギ リスにおけ る貧困か らの解放 を求め る労働者 たちの運動 、具 体的

には、産業革命期 の、ロッチデールの公正先駆者組合の運動であ る。 これは、単

に生活必需品 を共 同購買す るだ けで はな く、住宅建設や、失業者 の ため に土地

を購入 して消費者 の必要 とす る食糧 の生産 も、その宣言 に うた って いた。

1869年 には、フラ ンス、 ドイ ツ、ス ウェーデ ン、イ タ リア、デ ンマー クの代

表を招 いて第1回 の英国協 同組合大会が開 かれた。1886年 には、 フラ ンス協 同

組合が、国際的 な協同組 合の協同組合委員会 の設立 と協同組 合 の崇高 な原則 の

拡大を要求 し、国際協同組合同盟(InternationalCooperativeUnion)創 設計
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画 を提案 し採択 され た。

しか し1895年 のICAの 形成 までには路線上 の対立 に起因す る中断があ った。そ

れは、イギ リスの協 同組合運動内部で、労働者 の生産者協 同組合が主導 した 「理

想 主義 」 と、卸売協 同組合 ・消費協 同組 合が主導 した 「現実主義 」 との論争 で

ある。前者 は、利益 共同分配 とコー ・パ ー トナー シップすなわち 「労働者生産

組合 と消費組合 との共同出資で生産を行 い、 消費組合が販売 を担 当す るという

経営形態 」(竹 内哲夫、生 田靖著、『協 同組 合 の理論 と歴史』、 ミネル ヴァ書房、

1976年 、43ペ ー ジ)の 原則 に基づ き、「協同組合労働 とい う生産点での権利 を基

盤 に据え、 その拡大 の路線 の うえに協同組合運動 を位置づ けよ うとす るオ ウエ

ン的系譜の発想」(同 前、43ペ ー ジ)で あ った。後者は、卸売協同組合の実践に

従 う消費協 同組合組合員 の意見 と支配 の重要性を強調 し、各参加協 同組合 と個々

の組合員 に対す る利 益分配 を 目指 したので あ る。

1895年 のICA設 立 時には前者すなわち生 産者協 同組合派が多数 派を形成 した

が 、資本主義の発展 すなわち独 占資本主義段 階は、前者の試 みの客観的可能性

をせばめ、 しだ いに、 よ り 「現実的 な」後者 が、 国際協同組 合運 動の中心的潮

流 をなす に至 った。

1910年 第8回 ハ ンブル ク大 会では、利益共同分配 とコー ・パ ー トナー シップ

の原則が削除 され、1921年 第10回 バ ーゼル大会 にお いてICA憲 章 の改訂が なさ

れ、 ロ ッチデール原則が採択 された。 そ して、1931年 の第13回 ウィー ン大会

で協同組合原則制定 のための特別委員会 が設 置 され、1934年 の第14回 ロン ド

ン大会での論議 を経 て、1937年 の第15回 パ リ大会で は次の七項 目か らな る協

同組合原則(① 組合員公開、②民主的運営、③利用高に応 じた剰余金の分配、④

出資に対す る利子 の制限、⑤政治的 ・宗教的中立、⑥現金取引、⑦教育 の促進)

が採択 され、 さらに1966年 の第23回 ウイー ン大会で新 たに6原 則が採択 され、

これは今 日で もなお有効であ る。

6原 則 は以下の通 りで ある。

1.「 加 入 の 自 由 」

協同組合への加入は 自由意思 によ るべ きであ り、組合のサー ビスを利用す
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ることがで き、組合員 としての責任を引 き受け る意思 のある人 々のすべてに

対 し、人為的 な制限 あ るいは何 らか の社会 的 ・政治的 または宗教 的 な差別

な しに認 め られねば な らない。

2.「 民 主 的 管 理 」

協同組合 は民主的組織であ る。その業 務は選挙 され、あ るいは組合員の同

意 した方法 によって任命され、そ して組合員 に対 し責任 を もっ人 々によ って

管理 されね ばな らない。単位 組合の組 合員 は、 平等の投票権 と組 合の諸決

定 に参加す る権利 を享受すべ きであ る。単位組合以外 にっ いては、その 管

理 は民主的基礎 の上 に行 なわれるべ きであ る。

3.「 資本 利 子 の制 限 」

出資に対して利息が支払われる場合でも、その利率は必ず厳格に制限されね

ばならない。

4.「 剰 余金(節 約 金)の 配 分基 準 」

組合の運営によって剰余金または節約金が生じた場合でも、それはその組

合の組合員に帰属するものであり、そして1組 合員が他の者の犠牲において

利することを避けるような方法で分配されなけ ればならない。

5.「 教 育 促 進 の た め の準 備 金 」

すべての協同組合は、その組合員、役員、職員および一般大衆に対 して、

協同の原則と手法にっいて、経済的および民主的教育をするための準備金を

用意 しなければならない。これらに対 し、われわれは協同組合相互の協同に

よる発展の原則を追加することが重要であると考える。

6.「 協 同組 合 間 協 同」

すべての協同組合組織は、その組合員ならびに共同体の利益にもっともよ

く奉仕するために、地方的 ・全国的ならびに国際的の各段階において、あら
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ゆる可能な方法 で、他の協同組合 と積極的に協 同すべ きである(前 出、『協

同組合原 則の検 討資料』、44ペ ー ジ)。

さて、1960年 代か ら70年 代 にかけて、西欧の特 に消費協同組合では、「アイ

デ ンテ ィテ ィーの危機」 と称 される事態が生 じた。 オラ ンダの消費協 同組合 の

失敗 は、ヨー ロッパ の悲話のは じま りといわれて いる。1959年 か ら組織 の改編

(230の 単位協同組合を18の 地域組合へ統合)が 始 ま り、1967年 には合併が完

了 し、協 同組合は、2大 統合 グループにな った。 そ して、民間流通大資本 との競

争 に敗退 し、CO-OPUAは 民 間のチェー ンス トアに買 い取 られ、残 った もう1っ の

協 同組合 も衰退 して いる。 この原因 と しては、①地方 自治 の伝統 の中で、適切

な事業規模へ発展で きなか った こと、②主 な協 同組合 の間 に連帯 の意識 が欠如

し、協 同組合 のアイ デ ンテ ィテ ィーが喪失 した こと、④他 の消費者 グル ープ と

ほとん ど協 同 しなか った こと、⑤政府 の保守 的な社会政策 に対 して対 案を提示

し大衆的な運動 に してい くオル ターナテイブ運動 との統合 を求 め るべ きで あ った

が、実 際には、 そ う しなか った こと、⑥現代 的経営 にの りお くれた こと、があ

げ られ る。

フラ ンスで も、小 さな協 同組合を合併 して大地域協同組合 を作 ったが、1985

年 には消費協同組合は危機 を迎え る ことにな った。 この危機 に対応 して、活動

の集中 などにっ とめたが 、経済後退 に対す る積極策 とはな らずに、赤字 は累積

し、大消費協同組合 は倒産 した り民間会社へ売却 され、事実 上崩壊 して しま っ

た。

ドイツでは1964年 の改革委員会を創設 し、消費協同組合の構造改革を開始 し

た。同委員会は、大規模地域協同組合の考え方 を採択 し、138の 協同組合を、20

協 同組合 に合併 した。 しか し、組 合員 の増加 は少 な くな りっ いには全体数 も減

少 し、 自己資本率 も減少 した。1970年 に、協同組合を株式会社 とす る方針 につ

いて議論が なされ、後に この方針 が実現 したが、 これは ドイ ツ協同組 合の崩壊

をひ きお こ した。1981年 に、CO-OPAG(協 同組合株式会社)が 組織 され たが,

汚職等 によ って倒産 した り、大部分が民間資本 へ売 り渡 され た。既存 の協同組

合 に買 い戻 された もの もあ ったが ご く0部 にす ぎなか った。結局、流通 資本 と
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の競争 に勝つ ことを第1優 先順位 と し、「組織 は組合員 によって、また組 合員 の

ため にある もの」 とい う本来 の視点を無視 して きたため に、 ヨー ロッパ の協 同

組合は、少数の指導者 と専従職 員集 団 による経営 体へ と移 行 し、結局 は失 敗 し

た。 これ らの経 験をふ まえて言 え ることは、協 同組合運動は、常 に組合員 の運

動 としての本質 を保持 し、組合員 の参加 を常 にすすめ ることが大切で あ り、急

激 な社 会の変化 に対応 して、新 しい組合 員の要求 に即 した協同組合運 動 をつ く

る必要があ るということであ る(ICAの 成立 と各大会での主 たる論点 につ いては、

前出、武 内、生 田共著 および大谷正夫、「ICAの軌跡 と世界 の生協運動 」、西村酪

通編著 、『現代 の協 同組合 とその基本問題』、啓文社 、1992年 を参考 に した)。

以上 のよ うな西欧協同組合 の危機 を背景 に、ICAは 再生 に取 り組む。 その第 一

歩が、1980年 のモス クワでの第27回 大会 にお ける レイ ドロー報告 「西暦2000

年 にお ける協同組合」であ った。カナ ダの協 同組 合学者 の レイ ドロウーは、長

文の報告 を提出 した。全容は 『西暦2000年 にお ける協 同組合一 レイ ドロー報

告』(日 本協同組合学会訳編、 日本経済評論 社、1989年)に 譲 るが、 ここで は、

彼 自身 の要約を示 し、これ以後の本 ノー トの論題 に関わ る2点 につ いて コメ ン ト

を加え よ う。

「この章 では、 この報告 にお ける主 な具体 的提案 と勧告 を述べて きた。 それ ら

を要約すれ ば、

① 今後、世界 中の協 同組合 は、 と くに世界 の食糧 問題 に、生産か ら消費 まで

の全過程 にわた って、その努力 を集 中すべ きであ る。 これは、人類 に とっての

重要 なニ ーズの分野であ り、 ここでは協 同組 合は、世界的 な指導性を発揮 す る

ことがで きる。

② 労働者生産協 同組合 は、労働者 と職場 との間 に新 しい関係 を築 き、もう1っ

の産業革命 を もた らす最良 の手段で ある。

③ 従来の 消費協 同組合 は、 たんに資本主義企業 と競 争す るだけでな く、 それ

以上の ことをす るよ うな方向へ転換すべ きであ る。 そ うすれ ば、ユニー クで、違

った形態 の事業 体 と して知 られ るよ うにな り、組 合員 だけに奉仕す るよ うにな

るだろ う。

④ 都市 の住人 に奉仕 す るため には、都市 のなか に村 を建設す るのに役 立つ多
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くの 異種 協 同組 合 の集 合 体 を っ くるべ きで あ る」(同 前 、177ペ ー ジ)。

コメン トの1っ は、③ と④ に関わ ることであ る。 レイ ドローは、組合員および

地域住民の要求 に広範 に対応す る活動の参考例 あ るいは典型 例を、農村 の総合

的事業を行 う協 同組合 に求めて いる。そ して、その経験 を、都市部 に も協 同組

合 の事業拡大 と協 同組合間協同 とい う方式 を通 じて展 開で きると主張 して いる

ので ある。 そ して、 この種の農業協同組 合の具体例 と して 日本の農協 を挙 げて

いる。

こうであ る。 「基本的 には大都市 は、平均的 ・典型的状 況では、ほ とん ど人間

関係 のない、お互 いにま った く他人 と して生 活 して い ることが多 い人 間の集団

であ る。都市 は、 多 くの住民 に とって孤独 と疎外の大海で あ る。一 協 同組合

の偉大 な目的 は、地域社 会や村落を た くさん大都会の なか に建設す る ことでな

ければな らぬ。 多 くの社 会的経済的ニ ーズ に応えて、地域社会の創設 に総合的

効果 を及 ぼす協 同組合的/地 域 を設立す ることがで き る。一

協 同組合地域社会 な る ものを創設す るとい う点で、都会 の人 々に強力 な影響

を与 え るためには、た とえば 日本の総合農協のよ うな総合 的方法が とられ なけ

ればな らない。従来 の消費協同組合で は不充 分で ある。 なぜ な らば、都市の住

人をいろいろな点 で護 りきれ ないか らで ある。

典型的 な 日本 の状況の なかで、総合農協が 何を し、 どん なサ ーヴィスを提供

して いるかを考 えてみたい。 それは生産資材の供給 、農産物の販売を している。

貯蓄信用組織で あ り、保険の取扱店であ り、生活物 資の供給 セ ンターで もある。

さ らに医療 サーヴィスや、あ る地域で は病院での診療 や治療 も提供 して いる。農

民 に対 しては営 農指導 も し、文化活 動のための コニ ュニテ ィ ・セ ンター も運営

して いる。要 す るに、 この種の協 同組合 はで きるだけ広範 な経済的社会 的サー

ヴィスを提供 して いる。 もし総合農協が なければ、農民 の生 活や地域社会全体

は、 まった く異 なった もの となろ う。

これ ほど広範 なサーヴィス と事業 は、都市部で は1っ の総合協同組合で実施 し

うるものではな い。 しか し、住民が容易 に通 うことので きる協同組合 サーヴ ィ

ス ・セ ンターの なかに、 それ/そ れ の機能 を持 った組織 を同居させ ることは可
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能である。その一般 的な 目的 は、住宅、貯蓄、信用 、医療 、食料 その他 日用品、

老人介護、託児所 、保育 園な どのサー ヴィスを各種の協 同組合 で提供す ること

によって、は っき りと した地 域社 会をつ くりあげ る ことで なければな らない」

(174-176ペ ー ジ)。

レイ ドローは 、 このよ うに、西欧 における協 同組合 の衰 退が著 しい都市部で

の協同組合再建 の方 向性 を、総合的な物 財 ・サー ビス財の提供、 それを消費協

同組合が事業拡 張 と協同組合間協同を作 り上 げ る方 向 と、労働者生産協同組合

の創設 とによ って展 開 しよ うという方針 を提起 した。後者 の論点 は② に深 く関

わ って くる。す なわ ち 「発典 した消費協 同組合 の種 々の部 門のほか に、家庭 用

品の修理、製パ ン、理 ・美容 、靴修理、 ク リーニ ング、 自動車修理 な どの業種

で各種労働者協 同組合 を設立す ることが で きよ う。 こう して地域 内の多 くの協

同組合人が消費 者 と してだけで な く、生産者 あ るいは労働者 と して も協同組 合

活動 に関わ るこ とになろ う」(176ペ ー ジ)と 言 うので あ る。

さて筆者のコメ ン トの第1は 、 日本の農協 に対す る評価 であ る。農協が 日本 の

農民の生活 を良 かれ悪 しかれ大 きく規定 してい ることには疑問の余地がない。 し

か し、積極的な協 同組 合活動 を農協が行 って きたのか ど うか、っ ま り協同組合

原則 に照 ら して組合員 の 自主性 の尊重や決定 ・運 営への参加が保障 されて いた

のか、 さ らには協 同組 合 と して の政治的 中立が守 られて きたのか、等 々の重要

な部分 で、論議 の余地 が多々残 されて い るので はなか ろ うか。

しか し、筆者 が問題 に したいのは直接 には上記 の ことで はない。 医療 に限 っ

た評価 の問題で あ る。農協 の医療機関 は厚生連が運営 して いる。厚生連 の医療

活動が協 同組合 のあ り方 に照 らして、妥 当な道を た どって きたのか いなか にっ

いて、ここで詳細 な議論を行 う余裕はない。そ こで、筆者が座長 をっ とめた1993

年の第13回EI本 協同組 合学会大会 にお ける ミニ シンポ ジウム 「健康 ・医療領 域

の協同組合一現状 ・問題 点 ・展望一」 の要約 か ら、一一部 を引 いてお こ う。

1993年10月17日 に上記 の ミニ シンポ ジウムが 開かれ た。本学会で 「健康 ・

医療領域の協同 組合」を まとま った形で取 り上 げ るのは初 めてで あった。 日本

生活協同組合連合会医療部会事務局長篠 崎次男氏が、「医療生協 の現状 と問題点」

と題す る報告 を行 った。次 に愛知県厚生農業協 同組合連合 会参事細 江詞次氏 が
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「農協医療 にっ いて」報告 した。氏 の報告 は 「概説」 と 「課題」 と 「将来に向け

根元的 に問わ な くてはな らな いこと」に分かれて いた。概説 では、「貧 しいが故

に医療 を受 け られ ない悲劇 を、貧 しさ故 とか 医師その ものへ の反抗 という形で

解決す るのでは な く、 その根底 に位置す る自由開業医制 に求 め、 その制度 自体

を逆手 にとって、医師 その ものを雇用 し、医療を確保 しよ うと した動 きこそが、

農村 医療の原点 といえ る」 と し、戦後 にお いて も医療 の量的確保 とい う政策的

必要 の担 い手 と して農協の医療機関 は 日赤 や済生 会な どとと もに公的医療機関

の指定 を受 けたので あ る。 この過程 で協 同組 合の医療 とは何 か とい う点 の論議

は必ず しも十分 には行われず、国民皆保険後 も 「農協 医療 の意義 は喪失 したの

か どうかの原理的問 いか けのないまま、逆 に規模 拡大 を繰 り返 し、一般 の医療

機関 と何 ら変わ る ことのない医療事業 の推 進 ・拡大 となって いった」。 こうして

「農協 医療が、今再 び原則論 も含めて問 い直 され ようとして いる現実がある」。課

題や将来の問いか け も、この視点か ら展開 された。医療生協 と比べ た場合に、国

民皆保険達成後 の農協医療の役割 につ いて論 議があ ま りなされず に、公的 医療'

機関 と して一般 的 な医療事業 の拡大 を進 めて きた ことの矛盾が、経営や組合員

の参加や行政 との関係等の諸分野で発生 して いる。整理すべ き論点は多 いこと

を指摘 した報告 で あ った。細江氏の報告 は協 同組 合のアイデ ンテ ィテ ィー とい

うテーマ につ なが る重 い問 いかけを含んで いた。第3の 報告は 日本生活協同組合

連合会医療部会運営 委員長加藤昭治氏の 「保健 医療協 同組合 の国際的広が りと

日本の医療生協」 で あ り、滋賀大学 経済学部 の成瀬龍夫氏が総括 コメ ン トを行

った(『 協 同組合研究』、1994年 春期号 、 日本協 同組合学会)。

見 られ るよ うに、農協 の医療は決 して協同組合原則 に則 って、組合員のニー

ズに応えて展開 され た ものとは言え ない ことを、当事者が認めているのである。

なお、 日本 の医療 に関す る協 同組合 のあ り片 として、農協方式 を是 とす る見解

が ヨー ロッパの関係者 に多 い。情報不足 、あ るいは不正確 な情報 のなせ るわざ

と言え よ う。

もう1っ のコメ ン トは、労働者協 同組合 にっ いてであ る。先述 のよ うに、ICA

を中心 とす る協 同組 合運動のなかで、労働者協 同組合は殆 ど無視 され るよ うに

な った。 この状況 に根本的な改変を迫 ったのが レイ ドロー報告 の持つ画期的意
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義 であ る。報告 のなかで彼 は こう述べて い る。 「過去20年 間にお ける世界 の協

同組合 にとっての、最 も重要かっ大 きな変化 の1っ は、労働者協同組合に関す る

全面的 な概念 の回復であ った。過去75年 あ るいはそれ以上、それ とな く無視 さ

れて きたが、 いまや労働者協 同組合 は多 くの協 同組合人 の心 のなかに尊敬 の念

を もって迎え られ るよ うになったので あ る。 そ して今世紀の残 りの期 間、労働

者協同組合に多 くの期待が寄せ られている。一 協同組合人は2世 代 にわた って、

労働者生産協同組合は失敗 の運命 にあ り、大 した ものにはな らないのだ と信 じ

させ られて きたのであ る。/と ころが、1950年 代 にな って、い くっかの ヨー ロ

ッパ諸国や第3世 界 で も、方向転換が見 られ るようになった。スペイ ンのモ ン ド

ラゴ ン協 同組合複 合体(complex)が 、高度 な産業 発展 の新 たな段 階の労働者協

同組 合の姿 を示 したのであ る。各 国の政府 は病め る資本主義産業救済のため に、

この協同組合 に注 目 し始 めた。 この ことに関す る新 しい文献 の数 は驚 くべ き も

ので、あ ま り関心 を惹 かな いだろ うと思 われて いたアメ リカにお いて もそ うで

あった。イギ リスの非公式な集計 によれば、1世 代前 に とりわ けウ ェッブ夫妻 に

よって労働者協 同組合は死滅 した と宣言 されて いたのに、そのイギ リスで近年 、

400も の労働者協同組合が設立 されて い る。

労働者協同組合 の再生 は、第2次 産業革命 の始ま りを意味す るのだ と予想す る

ことがで きる。第1次 産業革命で は、労働者や職人は生産手段の管理権 を失 い、

その所有権 や管理権 はは企業 家や投 資家の手 に移 ったのであ る。っ ま り資本 が

労働を雇 うようにな った。 ところが労働者協同組合はその関係 を逆転 させ る。つ

ま り労働が資本 を雇 うこ とになる。 もし大規模 に これが発展 すれば、 これ らの

協同組合 は、まさに新 しい産業革命の先導役 をっ とめ ることにな るだ ろ う」(同

前 、158-159ペ ー ジ)。

こ こでは、 レイ ドローを して労働者協同組合 の再発見せ しめた最大 の実践例

は、スペイ ン西 北部のモ ン ドラゴ ン地域 の労働者生産協 同組合 を核 とす る各種

協 同組合 の複合体 による、協 同組合的地域共 同体形成 であ った ことを確認 して

お こ う。 モ ン ドラゴ ンの協 同組合運動 の理論 は、実 はマル クス理論 の強い影響

の もとに進 め られ た こと も、記憶 して お こう。
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1-6保 健 ・医療協 同組合の近年 の国際的結集

近年、保健 ・医療協同組合 にたいす る関心 が たか ま りっつ あ る。特徴的 な出

来事 を提示 して、状況の理解 の一助 と した い。

まず、特筆すべ きは1992年 に、東京 で開かれた第1回 国際保健 ・医療協同組

合 フォーラムで ある。 この フ ォーラムは同時期 に東京で開かれ たICA第30回 大

会 の関連行事 と して開催 された。保健 ・医療分 野の協同組合 の国 際会議 自体が

初 めての ことであ り、またICAが 保健 ・医療分野 の協 同組合に大 きな関心を もっ

て い ることを具体 的 に示 した もので もあ った。

フ ォー ラムには海外8力 国か ら24名 、国内か ら147名 が参加 した。参加者の

なか には、マルコスICA会 長、 ソーダー ソ ンICA専 務理事、それ にICA東 京大会で

「変化す る世界 協 同組合の基本的価値 」 と題 す る報告 を行 ったス ヴェ ン・べ 一

ク氏 など も参加 した。

ICAと して も、べ一 ク報告の第3章 「90年 代への出発点一 過去の経験に照 ら

して一 」のなかで、第6節 を 「新 しい協同組合 」にあてている。 そこでは、「過

去数十年 間の良 い側面 の中に、新 しい形 の協 同組合が出て きた こととがあげ ら

れ る。将来 に向けて の出発 に当 たって、 これ らの動 向を語 らずにお くとい うの

は誤解 を招 くことになろ う」(べ 一 ク、 『変化す る世界 協 同組合 の基本 的価

値』、 日本協同組合 連絡協議会訳、発行、1992年 、101ペ ー ジ)。

「これ らの新 しい協同組合 は、それぞれに異 な る多 くのニーズに応えて、 しば

しば、 自助の特質 を持っ きわめ て非公式 な協 同組 合の前の段 階の組織(前 段階

の協 同組合)と も言 えるよ うな形 で、また、さまざまな形態で設立 されて いる。

また、女性や青年、身障者 などのため に、 あるいは これ らの人 々の手

によ るさまざまな形 態の協同組合 もあ る。 さ らには、健康食 品、資源節約的製

品、無農薬製品、地 域の 自立 といった、特殊 な 目的の ために形成 されて いる協

同組合 もあ る。新 しいサー ビスの分野 に関 して も、 しば しば、設計士、データ

技術者 、 コ ンサルタ ン トな どのよ うなきわ めて高 い教育 を受 けた人た ちの手に

よるさまざまな形態 の協同組合が作 られて い る。 また、例えば、託児所、高齢

者 の世話、予防的医療、 アル コール中毒者 や麻薬 中毒者の治療 とい うような社
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会福祉 分野 の協同組合 もあ り、 さ らに、映画製作者、演劇人、 オーケス トラの

ための協同組合 といった、さまざまな種類の文化的 な協 同組合 も出現 している。

これは、 ある面では協 同組合概念 が生 きてお り、多 くの人 々が、 自分 たちの

持っ共通のニ ー/ズ を満 たす ための活動を組織す る上でのガイ ドライ ンと して、

社会 の持 っ既存の制度構造 にあ る欠 陥に対 す る反 応 として、 あ るいは、別 の形

の組織 を意 識的 に考 え出 した いとい う人 々の意志 と して、協同組合概念 を選 ん

で いる とい う事 実を証明す るもので あ る。 また、 ある面では これ らは、既存 の

協 同組 合 に対す るす る批判で もあ り、われわれが これ に対 して 目をつぶ ること

はで きな い。」(102-103ペ ー ジ)。

このよ うに近年 、注 目を集 めて いる新 しい種類 の協 同組合 に、保健 ・医療協

同組合 も含 まれ る。 ベー ク氏 自身 も、 この報 告を準備 す る過程で、 日本生活協

同組合連 合会医療部会 に加盟 して いる、群馬 県の 「利 根保健生協」や 「医療生

協 さいた ま」 などの診療所、病 院を訪 ね、協 同組合幹 部や組合員活動家 との懇

談 も行 って いる。

この フ ォーラムでは、各国の保健 ・医療協 同組合 の実状を相互 に理 解す る こ

とと、今後の国際交流の足場を築 くことが主た る課題 とされ た。 日本を含む9力

国 だけを とって も、保健 ・医療協同組合の多様性が明 らかにな った。 たとえば、

ブラ ジルには強力な医師協同組合が存在 し、「国家に も営利企業 にも依存 しない」

保健 ・医療 システムを志 向 して いる。 ま た、スペ イ ンに も有力 な医師協 同組合

や歯科協 同組合があ る。 これ らは、 いず れ も生産者協同組合 の範疇 には いる も

のであ る。

ス ウ ェーデ ンでは協 同組合診療所 が準 備 されつっ あ り、それは従来 の県が独

占的 に保健 ・医療サー ビスを供給 す る システムの見直 しと連 動 して展開 されて

い る。 ス ウェーデ ンの場 合 は、医療費抑制策 と医療労働者の 自発的労働へ の志

向 と、住民 の柔軟 な対応 ので き るシステムへの期 待 とが、複雑 にか らみ あ った

試 み にな って いる。今の ところ、 ス ウェーデ ンで準備 されて い るのはやは り生

産者協 同組合 であ る。(『国際保健 ・医療 協同組合 フ ォー ラム報告書 』参照 。 日
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本生活協 同組合連合会 医療部会、全国厚生農業協 同組合連合会、刊行、1993年 。

ス ウェーデ ンの保健 ・医療 協同組合の問題にっ いては、さ しあた り拙 著 『ヨー

ロ ッパ 医療紀行』参照。新 日本医学出版社、1994年)。

わが国では、農業協同組合法 に もとつ く県単位の厚生農業協 同組合連合会(厚

生連)が 医療機関を設立 ・運営 して い る。また、生協 法の もとに保健 ・医療協

同組合が設立 ・運営 され一般 に医療生協 と称 されて いる。厚生連の医療機関は、

二次協 同組合 と しての県単位の厚 生連が設立 して いるので、協 同組合 の性格を

規定す る上 での難 しさが ある。医療機関 の労働者が 出資者 であ り、運 営の責任

者であ るとい う生産者協同組合 の特質を,厚 生連が備えているとは言えない。農

協 の組合員が利用者であ り結局 は出資者で もあ る ことを考慮 すれば、一種 の消

費者 ・顧客協同組合 に位置づ け られ るものであろ う。以上 の事情を反映 して、わ

が国で は保健 ・医療分野の協 同組合は、消費協同組合 の範疇で理解 されて いる。

しか し、OECD加 盟国のなかでは、保健 ・医療協 同組合の多 くは生産者協同組合で

あ る。

第30回ICA大 会最終 日には、 フォーラムの組織委員 であ る加 藤昭治 日本生活

協同組合連合会医療 部会運営委員 長が、特別報告 を要請 され た。

「国際保健 ・医療協 同組合 フォー ラムの報告;

会長 および参加者 のみな さん、私 は 日本生活協 同組合連合会 医療部会の運営

委員長の加 藤です。私は、第30回ICA大 会が成功 したことを心 か らお祝 い し、ま

た、発言 の機会を与えて下 さった ことを感謝 いた します。私 は、記念すべ きICA

東京大会 と関連 して開かれ た第1回 国際保健 ・医療協同組合 フ ォー ラムにっ いて

ご報告 で きることを大変 うれ しく思 います。

これは始 めての試みで したが、10月22日 、23日 の2日 間、国立がんセ ンター

の国際会議場で開催 され ま した。開会の時にはICAの マル コス会長か らわざわざ

ご挨拶 をいただ きま した。改めて厚 くお礼を申 し上 げ ます一 」(前 出、『国際

保健 ・医療協同組合 フォー ラム報告 書』、127ペ ー ジ)。

1994年4月 にはス リラ ンカの コ ロンボで、第1回 保健 ・医療 協同組合 ア ジァ

会議が開催 された。 ここには4力 国42名 が参加 した。 日本生活協 同組合連合会
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医療部会の加藤昭治運営委員長が行 った基調報告で は、 アジアに250以 上の保

健 ・医療協 同組合が存在 し、世 界の保健 ・医療協 同組 合の過半数 はア ジアにあ

ることが示 され た。 ア ジアの場 合は、マ レー シアの医師協 同組合 のよ うな生産

者協 同組合 もあ るが、主 として、小規模 な消費協 同組 合であ る。 なお、 この基

調報告 には次の文言が見 られ る。 「さて1992年10月 、東京で第1回 国際保健 ・

医療協同組合 フォーラムが開かれてか ら早 くも1年 半が経過 しま した。 あの フ

ォーラムは世界 の保健 ・医療協 同組合 の代表が初 めて一堂 に集 ま り、極 めて友

好 的な雰囲気の 中で、私 たちが予期 して いた以上 の成功 をおさめ ま した。私 は

その直後 に開かれた第30回ICA大 会 に参加 し、最終 日に第1回 国際保健 ・医療協

同組合 フォーラムにつ いての報告 を行 いま した。 これは国際協同組合運動史上、

初 めて保健 ・医療協同組合が認知 され歓 迎 された とい う意味で、大変記念すべ

きことであ った と思 います」。

1995年 にはマ ンチ ェスターで国際保健 ・医療協同組合 フォーラムが開かれ る

予定であ り、1996年 には第2回 ア ジア会議がイ ン ドで開かれ る予定であ る。 ま

た、組合員56000人 を誇 るブラ ジルの医 師協同組合(UNIMED)も 、アメ リカ大

陸での国際会議iに積極的姿勢を示 して いる。 さらに、1995年3月 には国連が 「社

会開発サ ミッ ト」 を開催す るが 、そ こで は社会発展 に対 す る協 同組合企業 の貢

献一 新 たな社会的共 同の指針が主 た るテーマ と して取 り上 げ られ、保健 ・医療

領域の協同組合企業 という部門で は、1992年 の フォーラムにおける報告 ・討論

が少なか らず参 考に され るはずであ る。 国連がお こな う初めての 「社 会開発サ

ミッ ト」では保 健 ・医療 ・福祉 の領域 にお いて協 同組合が中心的役割 をにな う

可能性 と現 実性 が論議 され る予定 なのであ る。

また、 これ らすでに開催が確定 して いる0連 の国際会議の重要 な課題 と して、

保健 ・医療協同組合の範 疇化 の作業 が挙 げ られて いる。 これは、 い うな らば保

健 ・医療協 同組合 の自己認識の作 業 と言 え よう。 とりわけ、1995年3月 の国連

の会議では、詳細 な保健 ・医療協 同組合 の区分が提起 され る予定である し、1995

年9月 の第2回 国際保健 ・医療協同組合 フォーラムで は、保健 ・医療協 同組合の

カテ ゴ リーを検討す る独 自の作業委 員会 の設置が予定 されて いる。
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2保 健 ・医療 と共 同体 ・協同に関す る予備 的考察

以上 に述べて きた、保健 ・医療領 域 にお いて協 同組合が増加 しっっあ るとい

うのは、具体的事実 であ る。 その理 由あるいは きっか け、契機 を原理的に考察

してお きた い。保健 ・医療(保 健=衛 生 と医療=治 療 は、現在 で こそハイフ ン

で、比較的 『気楽 に』っ なげることが で きるが、およそ19世 紀半 ばまでは両者

は基本 的に別の事柄 であった。 医師 たち も住民 も健康 に注意を向ける余裕は、学

問的基盤か らみ て も生 きるの に精一 杯 とい う生活実態 か らみ て も、客観的 に存

在 しなか った。 もち ろん、あれ これの限定 された経験 に基づ く 『養生訓』 の類

は枚挙 にい とまのな いほ ど、各 国で各時代 に流布 していたのではあるが)そ の

ためには保健 ・医療 と協 同 との一般的 な関わ りに 目を配 ってお くのが ことの順

序 とい うものであろ う。

人間社会が存立 ・存続 し歴史 をつ くるためには、4つ の契機が存在す る。それ

は、「あ らゆ る人間的存在の、 したが って またあ らゆ る歴史 の第一の前提一 は

生 きることが で きね ばな らない」 ことで あ り、 このためには 「なにはさて お き

飲食、住、衣 その他 、若干の こ とが な くてはかなわない。 したが らて最初 の歴

史的行為 は これ らの必要 の充足 の ための諸手段の産 出(下 線 は 日野一 以下同

様)」 で ある。「第二 は、充た され た第一の必要 その もの、充足 の行動およびす

でに獲得 され た充足 のための用具が新 しい諸必要 を生みだす とい うこと」であ

る。第三は 「彼 ら自身の生活 を 日々新 しくっ くる ところの人間 たちが他の人間

たちをっ くり、繁殖 しは じめ るとい うこと」であ る。第四の契機 は 「労働魍

互 る且 己の生 の生産 に して も、生殖 における他人の生 の生産 に して も、お よそ

生の生産 なる ものは とりもなおさず或 る二重の関係 として 面では自然的関

係 として、他面では社会的関係 と して一 現れ る。 ここで社会的 というのは、ど

のよ うな条件 の もとであれ、 どの よ うな仕方 にお いてであれ 、そ して どのよ う

な目的のためで あれ、ともか く幾人 かの諸個人の協働 とい う意味である」。そ し

て、特定 の生産様式 また は工業的段 階は常に特定 の協働様式 または社会的段階

と結びっ いて いるのであ るか ら、人 間の歴史 は常 に工 業お よび交換の歴史 との

っなが りの なかで研 究 されなけれ ばな らない ことで ある(マ ル クス、エ ンゲル
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ス 、 「ドイ ツ ・イ デ オ ロ ギ ー 」、 マ ル ク ス ・エ ンゲ ル ス 全 集3巻 、 大 月 書 店 、23

-26ペ ー ジ)
。

生 きるため に不可欠 な 「その他若干 の こと」 に、医療 を含め ることは不 自然

ではあ るまい。 なぜ な ら、労働にお いて も生 殖にお いて も、 それ らが 「生 の生

産」に成功す るため には、「人間 その ものの 自然 的身体的性質」(同 前、16ペ ー

ジ)が 損なわれて いな いことを要件 とす るか らで ある。 そ して保健 ・医療 は、ま

さに人間社会 にお け る 「生の生産」 の枢要 と関わ る社 会的活動 なので ある。原

始共同体以来 の、保健 ・医療 と共同体 との関わ りにつ いては、 こ こで詳論す る

余裕がな いが(拙 著 、『健康問題の過去 ・現在 ・未来一 保 健活動 の歩 み』、 医

学書院、印刷中、参照 の こと)、 そ こで は医療要求 の特徴 と深 く関わ って、一般

的 な物財 やサー ビス財 と比べて、供給 と財政 の両面 にお いて、協 同的原理が働

きやすか ったの も事 実で ある(こ の点 の考察 は、 さ しあた り拙著 『医療 の基礎

理論』、労働旬報社 、1983年 お よび 『医療 と歴史』、 日本生活協 同組合連合会医

療部会、1990年 を参照 され たい)。

協同的原理 と関わ る医療要求の特徴の1例 として、支払 い能力 と無関係 に医療

要求が発生 す る とい うことを と りあげよ う。 一般 の消 費では 自 らの支払 い能力

に応 じて消費す るのが、す くな くともその社会がまだ 「必要 に応 じて受け取 り、

能力に応 じて働 く」とい う原理 で動 くことがで きな い段階では、当然であ る。 し

か し、医療 サー ビスは事情が違 う。具体 的 に言えば病 気の有無、軽重 は支払 い

能力 とは基本的 に無 関係 である。む しろ 「病気 と貧乏 の悪循環」 と古 くか ら言

われて きたよ うに、逆相 関を示す場 合の方が多 いので ある。 このために、医療

要求 を満たす こ とは、協同 ・共同で行われ ざるを得 ない。そのための社会的 ・組

織的形態が 、薬 師講 、定 礼、共済、社会保 険、国民 医療事業(ナ ショナル ・ヘ

ルス ・サー ビス)な どで ある。

資本主義 か ら共産 主義 の低い段階へ移行 した社会 の若干 の特徴 を示 した文章

の中で、マル クス は次の よ うに述べて い る。

「社会的総生産物 か らは、次 の ものが控 除 されなければな らな い。

第一 に、消耗 され た生産手段を置 きかえ るための補 填分
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第二 に、生産 を拡張す るための追加 部分。

第三に、事故や天災 による障害 にそなえ る予備積立または保険積立。一 だが、

各個人 に分配 され るまえ に、 このなかか らまた、次の ものが控 除 され る。

第0に 、直接 に生 産に属 さな い一般管理費 。

この部分 は最初 か ら、今 日の社会 に くらべれば きわ めてひ ど く縮小 され 、そ

して新社会が発展 す るにつれてます ます減少 す る。

第二 に、学校 や衛 生設備 等々のよ うな いろんな欲求 を共 同でみたすためにあ

て る部分。

この部分は最初 か ら、今 日の社会 に くらべて ひど くふえ、そ して新社会が発

展す るにつれて ます ますふ え る。 」(ゴ ータ綱領批判、全集19巻 、18-19

ペー ジ)。

保健 ・医療 は第2の 部 分 に入 るとみて間違 いなかろ う。

人類社会の経済活動 には、歴史的に も、理論的 にも3っ の原理が存在す る。協

同的原理、市場経 済原理 、計画経済原理 であ る。 これ らは、原始 共同体 におい

て協同的原理が全一的 に作用 した ことを例外 として、比重の違いはあって も1っ

の社会 に共存 して きた。中世封建社会 を とってみて も、村落共 同体におけ る協

同的原理 、また都市 ギル ドにおけ る協 同的原理 とな らんで、明 らかに市場的原

理が存在 した。他方 で村落共 同体で もギ ル ドで も、生産 は一定 の計画 に したが

って営 まれ た。計画経済原理 も存在 して いた。

1980年 代 にわれ われが経験 した、保健 ・医療 における市場の失敗(こ の典型

であるアメ リカ医療 につ いては、拙著、『岐路に立っ 日本 とアメ リカの医療』、新

日本医学 出版社、1994年 を参照)と 、 ソ連型 の国家が中央集権的 に指令す る国

家の失敗(こ の点 につ いては東 ドイ ツの保健 ・医療にっいて考察 した拙著、『ヨー

ロ ッパ医療紀行』、新 日本 医学出版社、1994年 および 『医療労働 と協同 と患者

の権利』、 日本生 活協 同組合連合会医療 部会 、1993年 を参照)は 、あ らためて

協同的原理への関心 を高 めた。理論的 には計画経済原理 と協 同的原理 の間 には

密接 な関係が あるはずであ った。それは、「計画経済原理 とい うのはひとっの経

済社 会の構成員が、市場経済原理 の もとにおけ るよ うに外部 的必然性 に一面的



保健 ・医療協同組合論ノー トー その1 307

に支配 され るので な く、 みずか らの主体性 の もとにみずか らの ため に経済 を管

理 して ゆ くことを 目指 して いる、 したが ってそ こでは何 らかの協 同が 、す なわ

ちで きる限 り多 くの構成員 の 自発 的参加 、共 同の意思形成お よび計画運用 に対

す る自主 的な協力が不可 欠 の要因である」か らであ る(大 内力、 「経 済社会 にお

け る協 同の価値 と機能 」、生協総合研究 所編、『協 同組合の新世 紀』所収 、 コー

プ出版、1993年 、39ペ ー ジ)。

21世 紀が協 同の時代 といわれ るのは、経済活動の、 したが って最 も基本的 な

人 間の関係 にお いて、協 同的原理 を拡大 ・強化す ることが、 これ まで の人類の

具体的経験 に照 らしてみ て、不可欠だか らで あ り、決 して先験 的な託 宣で はな

い。計画経 済原理 との関係 はすで に提示 した。市場経 済原理 との関係 はこ うで

あろ う。市場経済原理が 今後 も残 る ことは、特定 の分野 では長期 にわ た って残

るであ ろ うことは疑 いな い。 しか し、市場原 理は 「0方 で は共 同体 間の協同 に

よ って、他方では一 民主主義 の徹底 を前 提 と して、国や地方団体な どの権力体

の政策によ って制御 され誘導 され る市場経済」になるであろ う(同 前 、44ペ ー

ジ)。

復習 になるが、協 同組 合史的 に考 え る と、 ロ ッチデール公正先駆者協 同組合

が消費協同組合 の原型 とされ、 そ こでは利用高 に応 じた配 当 とい う原 則を採用

して きた。 これは出資高 の多 い ものが配当の多 くを得 るとい う株式会 社的偏向

を防止す るために必要 な正 しい方針であ った。同時に忘れてな らないことは、ロ

ッチデールの先駆者 た ちは、オーエ ンな どの共同体建 設 とい う思想 の影響 を受

けっっ、共同体建設 の ための共 同生産 と、共 同利用を 目的 とす る土地 の取得 を

目指 して いて、そのための一歩 として、手段 と して店舗を経営 した ことであ る。

ところが その後の経過 の中で、共 同体建設、 そのための共 同生産 とい う生産

者協同組合 の展開 は困難 に出会 い放棄 されて しま った。 そ して、商業活動 に と

もな う剰余の配当の原則 と して利用高 に応 じた配当が認 め られ るようにな った。

ロバ ー ト・オーエ ンらの共 同体建設 は、多分 に経済学的 な根拠 を欠 く空想 的

な ものであ った ことは知 られて いる。で は、科学 的社会主義 を唱 え るマル クス

やエ ンゲルスの場合には、協同組合 にはどのよ うな位置づ けが なされ たか。1980

年のICA大 会 にお いて基調報告 を行 った レイ ドローは、労働者生産協 同組合への
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注意 を喚起 したが、 その直接 のきっかけ とな ったのはスペイ ンのバ スク地方の

モ ン ドラ ゴ ンの労働者協 同組合の展 開で あ った。 モ ン ドラゴ ンの協同組合 セ ク

ターによ る地域 お こ しの壮大 な取 り組み を始 めた のは、マル クスの影響を強 く

受 けたア リスメ ンデ ィア リエ タ神父 であ った。 スペ イ ンにあ る医療協 同組合が

基本的 には生産者協 同組合で あることも、 スペイ ンにお ける労働者協同組合の

優勢 と無関係ではない(ス ペイ ンおよびモ ン ドラゴ ンの協同組合にっいては、主

に富沢賢治、佐藤誠、二上護、坂根利行 、石塚秀雄、『協同組合 の拓 く社会一

スペ イ ン ・モ ン ドラゴ ンの創造 と探求』、みん けん 出版、1988年 を参考 に した)。

なお、念 のために触 れてお くが、マル クス ・エ ンゲルスのオーエ ンにたいす

る評価 は、人 々か ら不用意 に思 いこまれ てい るよ うな低 いもので はない。包括

的 な評価 と して、1880年 のエ ンゲルスの 「空想 か ら科学への社会主義の発展」

か ら該 当個所を示 してお く。なお、1878年 に発表 された 「反 デ ュー リング論」

(全集第20巻 、272-273ペ ー ジ)の 文章 を語 句を一部補 ったのが これで ある。

「だか ら、その果実 もまた労働者階級 の ものであ った。新 しい強大な生産力は、

これ まで はただ個々人 を富 ま して大衆を奴隷 化す るのに役だ って きただけであ

るが、オ ーエ ンにと って は、社会改造の基礎 を提供 したのであ り、万人の共有

財産 と して、 もっぱ ら万人の福祉の ため には た ら くべ きものであ った。

こ うして まった く実務 的なや り方で、 いわば商人的計算の結果 と して、オー

エ ンの共産主義 は生 まれた。 それは、 この実践 的 な ものを 目あて と した性格 を

一貫 して保持 した
。 こう して一八二三年 にオーエ ンは、共産主義的集 落によ っ

てアイルラ ン ドの貧困 を と りのぞ くことを提案 し、建設費や年 々の経費 や見込

収益 にっ いての完備 した見積書を これ に添 えた。 こう して、彼の最終 的な未来

計画の なかでは、平 面図、正面図、鳥畷図をふ くむ細 目の技術的仕上 げが、十

分な専 門的知識を もって おこなわれて いるので、 オーエ ンの社会 改良 の方法を

ひとたび承認 す るな らば、細 目の仕 組み にた い しては、専門家の見地か らさえ

もほ とん ど文句 のっ けよ うがないほどであ った。」

「公的社会か ら追放 され、新聞か らは黙殺 され、その全財産 をささげたアメ リ

カでの共産主義的実験 に失敗 して貧乏 にな った彼 は、直接 に労働者階級 に呼び

か け、彼 らの あいだで なお三〇年 も活動 しつづ けた。 イギ リスで労働者 の利益
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のため にお こなわれた社会運動 や ほん と うの進歩 はすべ て、オーエ ンの名 と結

びっ いて い る。 たとえば、彼 は一八一九年 に工場 におけ る婦人 ・児童 労働 を制

限す る最初の法 律を通過 させ た。た とえ ば、彼 は、イギ リス全体の労 働組合が

単一 の大 労働組 合連合 に合 同 した最初 の大会 の議長 をっ とめた。た とえば、彼

は、完 全な共産主義的社会制度 に いた る過渡的方策 と して、一方 では協同組合

(消費協同組合および生産協同組合一 エ ンゲル ス)を 設立 したが、 これは、そ

れ以来 、す くな くとも、商人 も工場主 もともにま った く無用 な人間で ある とい

うことの実際的な証拠 を提供 して きた。また他方 で彼 は、労働市場、す なわち、

労働時 間を単位 とす る労働貨幣 を用 いて労働生産 物を交換 す るための施設 を設

立 した。 この施設 は、必 然的 に失敗せ ざるをえな い ものであ ったが、 しか しは

るか後年 のプルー ドンの交換銀行 に完全にさきが けた ものであ った。 とはいえ、

それ はまさに次 の点で プルー ドンの もの とは違 って いた。す なわち、 それは い

っさいの社会的害悪 にた いす る万能薬で はな くて、 さ らにず っと徹底的 な社会

改造への第一一歩をなす にす ぎないもの とされて いた とい う点で。」(全集第19巻 、

197-198ペ ー ジ)。

3防 衛 ・自衛策 と しての保健 ・医療医療協同組合

3か ら5ま では、筆者が知 り得 た各国の保健 ・医療 を、その社会的役割 ・機能

に着 目 して、「実務的」 に分類 した もので ある。国際的 には、保健 ・医療協同組

合 を どのよ うに範疇化す るか をめ ぐって、相当な意見 の隔 た りが ある。 しか し、

それは主 と して情報不足 や不正確 な情報 のなせ る業で あ り、筆者は今後、実質

的 な国際協同研 究が進 めば、殆 どは合意 に達す ることが可能 だと考えて い る。

消費者所有医療協 同組合(言 葉の真の意味での医療生協)の 多 くは、医療サー

ビスが提供 され ない地域 や人 間集団 に属 す る人 々が、 とい うことは貧 困者 の多

い地域 や人間集団 とほぼ重 な るのだが、社会的関心あ るいは社会変革意 識 を持

っ、人道主義的 また は社会主義的 医療従事者 とともに、設立 ・運営 す る ことか

ら始 ま って いる。 ここには、私 的営利的医業 とは支払 い能力の不足 によ って疎
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遠 であ り、国や 自治体の公 的責 任 とは施策が貧弱であ ることによ って疎遠 であ

るとい う 「前提条件 」が存在 す る。

1992年 の第1回 国際保健 ・医療協 同組合 フォーラムでは、医療協同の主 たる

対象集団を め ぐって、興 味深 いや りとりがあ った。

口火を切 ったのはイ ン ドの ボ ンベイにあ るシュシュルー シャ市民協 同組 合病

院のY.M.デ シュムー ク外科部長 であ った。彼は、「医療協同組合活動 に関 して、

いろいろな報告が されま したが、このヘルス ・ケア とい うものは最終的 には、低

所得層 の家族 に対 してのサ ービスだとい うことが基本 的な理解で あった と思 い

ます。即 ち、所得の少な い人達 が利用す る、 む しろ高所得者で はな く低所 得者

を対象 と した活動で ある とい うところが一般的 な理解 であ ると思 います。っ ま

り、低所得層で はほんのわずか しかヘルス ・ケアを得 ていな いとい う人達 が大

勢 いるのです。従 って、患者 に対す るマ ーケテ ィ ングが、正 しい目標 とい うか

夕一ゲ ッッ トを正 しく設定 しなければな らな いと思 うのです。医療協 同組 合 と

しま して は、医療サ ービスを低所得層の家族 に対 して提供す るとい うことをハ

ッキ リ確認 し、 そ してその市場を開拓す る上での戦略 を策定 して いか なければ

な らない と思 うのであ ります」(日野秀逸監修、『国際保健 ・医療協同組合 フ ォー

ラム報告書』、日本生活協同組合連合会医療部会 ・全国厚生農業協同組合連合会、

1993年 、96ペ ー ジ)、 と発言 した。

彼の発言の背景は2つ あ ると思われ る。1つ は、イ ン ドの医療制度の遅れであ

る。 この点 に関 して 、デ シュムー ク氏 は国別報告 にお いて、イ ン ドの医療状況

を こ う語 った。

「イ ン ドで手 にいれ ることがで きる保健 ・医療サ ー ビスは地域の2っ の階級 に

仕えて います。豊かで支払能力のあ る患者は、保健 ・医療 サー ビスを豪華 な5つ

星 ホテル並 の私的病 院か ら手 にいれ ます。 このよ うな病院 は全て の大都市 に広

ま って いて、十分な設備 を持 ち、資金 も豊富で あ り、 したが って費用 も高価 で

す。貧困層 は、政府 や 自治体 が所有す る無料の病 院へ行 きます。 これ らの病 院

には経験豊 富な医師が いますが 、財政 的支えが乏 しいのです。農村 の人 々に残

されて いるのは、 プライマ リィ ・ケア ・セ ンターですが、 これ らは設備が極 め

て貧弱 で、 そのため に重篤 あ るいは生命 に関わ る怪我や病気 を扱 うことがで き
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ず、1番 近 い地 区病院へ行 く以外 に道 はな いのです。ボ ンベ イの シュシュルー シ

ャ市民協 同組合病 院は、地域 にサー ビスす る 『道具』 と して地域 の力で設 立 さ

れたわが国 で最初 の病院です。 この病 院の主 な目的は、妥当 な価 格で質 の高 い

医療サ ー ビスを全 ての市民 に提供 し、地域 の健康 に関す る意識 を向上 させ る こ

とです。 この病 院は、公 的病院 の不足 を補 い、私 的病 院の営利 だ けへの関心を

埋 め合わせ るものです。 この協 同組合病 院が意味す るのは、組合 員 自身が参加

す ることを通 じて費用 を下 げるよ うな組織です。今、私 は我 らの病 院の主要 な

推進者であ り設立者 である故V.S.Ranadiveの 無私で誠実 な努力 を思 い出 します」

(同、18ペ ー ジ)。

もう1っ の背景は例えばスペイ ンやブラ ジルの医師を組合員 とす る生産者所有

医療協同組合で は、 医療サ ー ビス提供の対象者 の少 なか らぬ部分 、あるいは相

当の部分が所得 の高 い層で ある ことへの、デ シュムー ク氏 の批判 ない しは疑問

であ る。氏 はいみ じくも、自 らの協 同組合病院を 「地域 にサー ビスす る 『道具』

である」 と規定 した。 その地域 は言 うまで もな く貧困層 の多 い地域で あ る。 そ

の視点か らすれ ば医 師の 自主性 あるいは医療労働者 の 自主性 や働 きが いを主 た

るテーマに含む協同組合 には違和感 を覚 えるのは、十分 に了解で きるものが あ

る。

デ シュムー ク氏 の発言 に対 して マ レー シア協 同組合大 学学長(当 時)の ガ ジ

氏は貧困層 を視野 に入 れつつ も、例 えば高齢者 とい うよ うな別のカテ ゴ リーか

らも協 同組 合の医療 サー ビスの重点 的対象 を考え るべ きだ と主張 した。 こうで

ある。

「イ ン ドの方が低所得層に焦点 をあわせるというご意見をお っ しゃいま したが 、

2っ のカテゴ リーが あると思 います。まず、貧 しい人々に対 して医療サ ービスを

提供 しなければ な らないというこ とで あ りますが、国 によ って は貧困者へ のヘ

ルス ・ケアが、政府 によ ってお こなわれて いるとい う国 もあ ります。私 ど もと

しま して は、現在、生活の質 ということに関心を もって います。例えば、マ レー

シアの場合では、高齢者が非常 にふえて います。 ここにお いて、私 ど もは高齢

者 にた い して焦点 を絞 ってお りま して、高齢者の方 々の生活 の質 をたかめ る と

いうことを重視 して お ります。協同組合 と しま しては、 いろいろな事業 に忙 し
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す ぎて、高齢者に関 して十分 目が行 き届かないということが あると思 います。む

しろ、利益が あが るところに集 中 しす ぎて、高齢者を ないが しろにす るところ

があ るか も しれ ません。

日本 では、19世 紀 か らこの運動 が始 ま りま して、貧 困者 を対象 として の活動

をされて きた時期 もあ りま した。 日本で は現在高齢化 がすすんでお ります。60

歳～80歳 、90歳 の方々が増えて います。 こういった、高齢者 にたい しては生活

の質を高 め るこ とで、 さまざまな活動が で きると思 います。っ ま り、貧困者 に

対 して も十分 なサ ービスを提供 しよ うと思 いますが、 しか し、寿命を長 くす る

とい うことと ともに高齢者 に対 して も十分 なサ ービスを提供 したいと思 うので

す。例 えば、50才 ～60才 にな ります と、心臓の病 にな る可 能性が高 くな ってき

ます。 その よ うな分野 に こそ、医療 協同組合 と しては、 いろいろな活動 を展開

できると思 います。 そうします と、生 活 もよ り充実す ると思 います。っ ま り、貧

しい人達 と ともに、生活 を改善 し、寿命をのば し、 ひいて は高齢者の生活 を改

善す る とい うことが重要 だ と思 うので、我 々 もそ うい った分野 に今注 目 してい

ます」(同 、97-98ペ ー ジ)。

マ レーシアでは、「マ レー シア医師協 同組合」が設立 されてい る。 また公的 な

医療保障制度が比較的整備 されて いる。マ レー シアや シ ンガ ポールの ような新

興 工業国で は、 医師協同組合が先行 して いる。医師協 同組合 にっ いては医療専

門職の 自主 性あ るいは職 能主義 とい う文脈で、後 に改めて述べ ることにす る。

さて、公 的施 策の立ち後れ に対 す る、 いわば貧困者 の医療面で の自衛 ・防衛

という契機 は、医療 協同組合運動 の一つ の源流であ ることは、1992年 のフォー

ラムで も異論 は なか った。 問題 は、 どの国で も、 いっで もそれが最優先す るの

か否かであ った。 この論点 は、長野 県厚生連佐久総合病 院院長の若月俊一氏の

発言が、上記の議論 に関 しては、氏の長年 の実践を踏 まえた1っ の まとめになっ

た。

「私の意見 では、 日本の場合 は、貧困者を対象 にす るとい うことを一概 にすえ

な くて もいい と思 うのです。実際 は、貧 困 との闘 いなのです 。実際はそ うなの

ですが、貧困 ということをハ ッキ リ前 にださな くて も、 日本 の医療全体 には非

常 に改革 しなけれ ばな らない問題が沢 山 ございます。 医療費 の問題、医療機関
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の分布の問題、 医療 の質の問題等 々ず いぶん沢山の問題 が あ り、 それが必ず し

も貧 しい入や お年寄 りの問題 だけで はな いのです。 しか し、貧 しい人 やお年寄

りに特 にフ ォーカスを置 くとい うことにつ いて は、全 く賛成 で、同 じ気持 ちで

す。 ことに、農村 なんかは若 い人はみ な都会 に行 って しま い、老 人が非常 に増

えて います か ら、老人 の医療問題は非常 に重 大です。

そうい う事 を全部 含んで いますが、地 域の実情に応 じてや ると、協 同組 合運

動 とはそ ういう もので はないか と思 います。協 同組合 自身が これ か らの資本主

義、現在の独 占的 な資本主義に対す る闘 いといえ るわけですか ら。貧 しい者や、

困 って いる者 や、 お年寄 りを対象 に して いることは、当然 だ と思 います。一

私 どもの仕事1つ1つ が、地域住民の民主的な意識 を高め るための運動 に もつ

なが って いると私 はお もうのです。そ うい う意味で、 ひ とっ ひ とっの仕事が非

常 に個別 的な、 具体的 な仕事の ようにみ え ますが 、その仕事 自身 は、広 く民衆

の民主主義的 な意識 を高め るために皆繋 が って いるとい う意味 で、 問題 をあま

り細か く分 けな いで、協同組合運動 を発展 させ るとい うよ うな意味 で、幅広 く

や って い つた ほ うが よいのでは、 というのが私 の意見 で ございます」(同 、102

-103ペ ージ、なお若月氏 は 「まさに 『提携の時代』一 国際医療協 同組合 フォー

ラムに出席 して」を、『文化連情報』1992年12月 号 に掲載 して いるが、そ こで

もイ ン ド代表の発言 に関す る自身 の意見 を述べて いる)。

4医 療従事者 の 自主性の擁i護あるいは発揮 を

契機 とす る保健 ・医療協 同組合

すで に触れ た論点 であ るが、 医療協同組合 には生産者協 同組合 に属す るもの

も少 な くない。正確 に言 うな らば ヨー ロッパでは これが主 流であ る。スペ イ ン、

ス ウェーデ ン、 それ に精神 医療 に関わ るイタ リア(イ タ リアの精神医療 ・リハ

ビテー ションに関す る協同組合 につ いては、日野秀逸他、『医療 にお ける住民 の

参加 ・協同』、 日本生 活協同組合連合会 医療部会、1990年 お よび全国精神保健

研究会編、「特集 トリエステ精神保健の真価」、『季刊 ゆ うゆ う』、No.14、1991

年 を参照)の 協 同組合 は生産者協同組合で あ る。
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まず、医師協 同組合 にっ いて述べ よ う。筆者 に も、世界 の どの国に、 どのよ

うな医師協同組合が存在す るかは、正確 に把握で きて いない。 しか し、スペイ

ンをは じめ とす るヨー ロ ッパ、マ レー シアな どのア ジァ、 ブラ ジルな どの南米

と、医 師協同組合 は広範 に存在 して いる。筆者が知 る限 りでは、強力 な指導性

と個性 を持 った医師が、医師の専門家 と しての 自主性 を公 的制度 による一定の

制約 か ら守 り、また営利 的な資本 による大規模医療経営 か ら自主 性 と併せて 自

らの経営 を守 ることを契 機に、協同組合化が始め られて いる。

例 えば、1967年 に設立 され現在56000人 の医師を組合員 とす るUNIMED協 同組

合の創設者で理 事長のエ ドム ン ド・カステ ィ リョ医師は、1992年 のフォーラム

にお いて、設 立の経 過を次のよ うに述べ た。

「1966年 に政府は国立社会保障研究所を通 じて、もし企業が従業員に医療サー

ビスを提供す る意志があ るな らば、各労働者の賃金の5%を 天 引 きして もよいと

認め ま した。 その時期 に営利的な医療 が形成 されたのです。 医師会 は全体 とし

ては、従来普通 にみ られ たよ うな、企業 が財政 的蓄えが あるに も関わ らず低 い

水準の医療 を提供す る内容 の労働協約 を結 ばな いよ うにす るキ ャ ンペー ンを張

りま した。 しか し患者 たちは低 い賃金 で雇 われた新米 医師の診察 を受 けるのが

普通 にな り、医療界 に とって は脅威 にな って きま した。 医療水準 は利潤によ っ

て決め られ るこ とにな りま した。

同時期 に、 ブラ ジルの主要 な港湾都市 で労働組合 の伝統 の強 いサ ン トス市で

は、医師同業組合の組合長で このよ うな状況 に関心 を示 して いたエ ドム ン ド・カ

スティ リョ博士が全国的 な保健政策 を と りま とめ る責任 を引 き受 け、市の各界

の代表 たちを訪問す ることにな りま した。彼 の話 の中で強調 された基本方針は

次の通 りです。『弘は ・ 。 ・濫i言 しない 弘が 養 置

いて いるの は地域の在野 の勢力が主導権 を発揮す ることで あ る。我 々が必要な

のは、保健問題に関わる地域社会の全ての関係者が参加する地域健康保険であ

り、参加者みんなで問題の解決にあたり、サービスの各段階を通 じて結果に責

任を負い、資源の統合的利用に関わり、計画執行の分権化に関わることである』。

保健営利業者からの脅威を考慮 してサントスの医師同業組合は次の結論に達

しました。保健営利業者に有効に対抗するには医師たちに対抗手段を示す以外
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に道は ない、 とい う結論 です。 カスティ リョ博士 は医師同業 組合の組合長 と し

て民間の非 営利 組織 を作 る決心 を しま した。 この組織 は完全 に市民 に開かれた

もので、診療所 も補助的 サー ビス も病院 も自由に選択 で きて、彼 の持論 に等 し

く医療倫理 と患者 に対す る良質 の治療を保障す るよ うに運営 されたの です。 こ

れがUNIMEDが 辿 った道です。 その中で企業活動の標準化 を進めっっ集団を形

成 したのです。一[協 同組合は]全 国で5000あ る市の うちの2600以 上で展開

されて います。 この経営を担 って いるのは56000人 の医師であ り、彼 らは顧客

を差別 しな いとい う倫理的 一協 同組合主義 的 な哲学 に導 かれ てい るので、良好

な医師 ・顧客関係 を保つ ことがで きます 。 また、医療施設 においては連携 した

メ ンバーたちが よ り良好 な治療 を目指 して完全 に自治を享受 して います。一 豊

かな経験 と発想を集合 させてUNIMEDは 毎年 イベ ン トをや って います。そ こで

はブラ ジルの全て の医療協同組 合が一同 に会 し、UNIMEDが 達成 した課題の水

準 を さ らに越 え る、 、'の 、 と ・ ・ 組 備 ノーす る確 かな実践 と倫

理 的アプ ローチ に関わ る、多様 な諸問題 を論議 します。」(同 、55-56ペ ー ジ)

み られ るよ うに、医師 のプ ロ ッフェ ッシ ョナル ・フ リーダムおよび経営の擁

護を、地域 ・住民 の要求 と結合 させて実現す る、 とい うのが基本 的立 脚点であ

る。 弘は ・ ・1言 しない、 とい う 「哲学 」 はスペイ

ンのバルセ ロナ にある大規模 な総合的医療協 同組合(医 師協 同組合 お よび医療

施設利用消費協 同組合 という生産者協同組合 と消費協 同組合 を中核 と し、 さ ら

に保険会社や各種 の協 同組合 を擁 す る複合的組織で あ り、全体の指導 は医師が

担 って いる)の 指導者 であ るエスプ リウ氏が唱え る 「保健 ・医療協 同組合主義」

「統合的協同組合」と共通 して いる。それ は、1992年 のフ ォーラムにおいて、エ

スプ リウ氏 の報告(本 人 は心臓発作 のため出席 で きず、同財団 のポル レス医師

が代読 した)に よれば 「個人の 自由 とい う大枠 の中で共通す るニ ーズ を満たそ

うとす る」ので あ り、「従来型 とは異 なる保健 ・医療様式 を実現 しよ うとい う共

同の努 力を結集 す るこ とを意味 します。 それ は商業主義 か らも公営 主義か らも

自由な、共通の利益 と社 会的サー ビスを目的 とす る ものです」 と説 明 され る。 な

お、上記の医療施設利用協同組合の組合員は主 と して中 ・高所得層 で あ り、「エ

スプ リウ博士の保健 ・医療協 同組合主義 に基づ いて設立 され た医療機 関では、患
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者があ らゆ るレベルの医師を選択で きて、付 き添 い人用の調度品 が備え られた

個室が用意 され、支払 は協同組合 によ って給付対象 になって いる」(同 、93ペ ー

ジ)と い う報告 に照応 して いる。

以上 は生産協同組 合で も小資本協 同組合 とい う性格 の ものであ ったが、 もう

1っ の生産協同組合化の契機は、保健 ・医療労働者の 自発性 ・働 きが いという文

脈に置 くことがで きる性格 の ものである。 ここでは、筆者が1993年9月 に訪れ

たス ウ ェーデ ンの協 同組 合診療所 につ いて述べ る。

ス ウ ェーデ ンで最初 の保健 ・医療 協同組合で あ るア ッカ地域診療所協 同組合

は、ス トックホルム市 に隣接す るヴ ェス トハ ーニ ゲ市 のア ッカ地域 にある。診

療所へ行 く途中、所在 を通行人 に尋 ねて も知 らな いとい うので、 まだ知名度は

高 くな さそ うで ある。診療所 は、地 域の福祉事務所 や協同組合薬局 な どと同 じ

建物 に入 って いる。

理事 長で準看護婦 のサ ラ ・ソー ダル ヴェ リーさん と、経営部長 で地区看護婦

のア グネータ ・カ ンペル さん に、現 状 と協同組合化 を行 った理 由を聴 いた。ア

グネー タさんの説明 は こうであ る。 「ここは、1993年4月 か ら正式 に協同組合

と して発 足 した施設 です。かっては県の施設 であ り、私たちは県 の職員で した

(現在で も、スウェーデ ンでは医療施設 は原則 と して県 の管轄下 にあ る)。現在、

医師が6人 、地 区看護婦が6人 、看護婦 が3人 、準看護婦が6人 、理学療法士が

3人 、秘書兼事務員が3人 働 いています。忙 しいときには外部か ら雇 うこともあ

ります。私 たちは、地域 の住民 の診療の他 に、学校 医 と してサ ー ビスを供給す

ること もあ ります し、 これか らは市の老人サ ー ビスセ ンターやナ ーシ ングホー

ムな どに も医療サー ビスを供給 して収入 を得 るよ うに したいと考えて います し、

企業 か らサ ー ビスを供給 して欲 しいとい う申 し込み もあ ります。 ただ し今 の所

は法律的 な手続 きに習熟 して いないので、契 約 は進んで いませんが、仕事を開

拓す る意志 は大 いにあ ります」(前 出、 『ヨー ロ ッパ 医療紀行』、23ペ ー ジ)。

次 に県の職員か ら協同組合員 に身分が変 わ ったが、 それによ って どの ような

変化が生 じたか を尋 ねた。

ア グネータさんは次のよ うに答え た。「かって県 の職員 だ った ときに も現場 で
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働 くもの と しての立場か ら、いろいろ とや りたいことがあ りま した。 しか し、公

務員であ り、労働協約 な ども含めて専門職 と して の働 きかた につ いての思 いは

相当に抑制 されて いま した。1980年 代 の後半か ら90年 代初 めにか けて、新 し

い可能性 を模索 して いたのですが、協 同組合 につ いて勉強す るコースが政府 に

ょって準備 され ま したので、 そ こに も職員 を研修 に派遣 しま した。 ここで学 ん

だ ことが 、私 たち現場の労働者の気持 ち としっ くりきたので、協 同組合 化を真

剣に考え ることに しま した。 この研修 は、『協同組合開発局』で行われ た もので

す。県当局が年間 に100万 ク ローネを予 算化 して研修 コースに派遣 で きるよ う

にバ ックア ップ して くれ ま した」(同 前 、24ペ ー ジ)。

ここに出て くる 「協同組 合開発局 」はス ウェーデ ン社会民主労働党が政権 に

っいて いた ころに協同組合 を多様 な領域に も導入 しよ うと して設立 した もので、

中央 に も各県 レベル に も作 られて いる。

次 いで、協同組合 に移 管 して変化 した主 なことにっ いて尋 ねた。

「いろいろな ことが らの決定が患者 さん に近 いところで早 く行われ るよ うにな

りま した。 これ は、診療 所で働 いて いる者 に とって は、 目分 たちが診療所 の運

営に直接 に影響 を及ぼす ことがで きて い る、決定 に参加 して いるとい う実感 と

なって来 ま した。 また、決定 に参加す ると言 うことは、職員の責任感 を大 き く

しま した。県か ら言われ た ことを こな してい るので はな く、 自分たちで決 めた

ことを 自分 たちが責任を もって実行す るとい う感覚 にな って きたのです」(同 前、

24ペ ー ジ)。

協同組 合への移管 に伴 う諸 問題 、例えば、協 同組 合化によ って医師 の確保 に

変化が生 じたか とい う問 いに対 して、ア グネー タさんの答えは 「ス ウェーデ ン

では産別労働組 合 と国 との間に労 働協約が締結 されて いて、県の職員 であ ろ う

が協同組合の職員であろうが、基本的 な待遇は全国的 に統一 されてい るので、変

わ りはあ りません。 しか し、協同組合の方が医師 の評判 は良 いと言 え るで しょ

う。 なぜ な らば、剰余金が生 じた場合 には、 それ を新 しい設備への投 資や、 医

師の研修 に使え る可能性が あ るか らです」(同 前、25ペ ー ジ)。

また、医師を含 めた職員 の雇用 は誰が決め るのか とい う質 問に対 して は、「自
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分 たち職員 が決 定 します。職場には雇用委員会が あ り、そ こで面接を して決め

ています。決定 に際 しては、その人の医療 に対す る考え方 を重視 して います」(同

前 、25ペ ー ジ)と 答えた。

協同組合 の性格 に関 しては、完全 に労働者協 同組 合であ り、組合員 になるこ

とが出来 るの は、職員だ けであ る。 この ことは定款 に定め られて いる。当然な

が ら住民 の参加 とい う問題に関心があ るが、この点 について は、「住民は医療機

関を選択す ることによ って、間接的 に意志表示を して いる」(同 前 、26ペ ー ジ)

と答えた。っ ま り、良 いサー ビスを提供 しなければ、住民 に見放 され ると言 う

ことであ り、住民 の支持 を得 るための競争が、医療機関 に対す る住民 の意思を

反映す るという考え方で あった。 また、経営 内容 の公開 につ いて も質問 したが、

職員に対 して は公開す るが、住民 にはその必要 はない とい うことだ った。会計

監査に も住民 は加 わ って いない。

と ころで 、 世 界 で も国 と自治 体 の責 任 に よ る公 的 な社 会 福 祉 が 完 備 して い る

ことで は トップ クラ ス の ス ウ ェー デ ンで 、 なぜ 協 同組 合 が社 会 福 祉 ・社 会 保 障

分 野 に登 場 して い るのか 、 と い う疑 問が 生 ず るの は 当然 で あ ろ う。 この 点 にっ

いて は 、1992年 のICA東 京大 会 に参 加 し、 ま た第1回 国 際 保 健 ・医療 協 同組 合

フ ォー ラ ム に も参 加 した、 ス ウ ェー デ ンの イ ェテ ボ リ市 の ヨ ブ リ ン氏 とテ ル ネ

グ レ ンさん の報 告 が 参 考 に な る。

オ ヴ ェ ・ヨ ブ リン(OveJobring)氏 はイ ェテ ボ リ大 学 経 済学 部 助教 授 で あ り、

エ ヴ ァ ・テ ル ネ グ レ ンさん は(EvaTernegren)さ ん は 「イ ェテ ボ リ協 同組合 開

発局 」の ス タ ッフで あ る。2人 はICA大 会 の関 連 行事 と して 開催 され た 「東京 フ

ォー ラ ム」 で 、「ス ウ ェー デ ンにお け る新 た な協 同組 合 の展 開 一 一児童 ケア と保

健 ・医療 分 野 の 経 験 か ら」 と題 す る報 告 を行 った。 そ の 内容 に したが って なぜ

ス ウ ェ ー デ ンの 医 療 で 協 同 組 合 な の か を 考 え て み た い(OveJobring,Eva

Ternegren:`DevelopmentofNewCo-opsinSwedenExperiencesfromthe

childcareandhealthcaresector'sWHATARETHEVIABLECO-OPERATIVE

MODELSANDCONTRIBUTIONFORTHEFUTURE?ProceedingsoftheTokyoForum,

1992.ThePreparatoryCommitteeoftheInternationalCo-operative
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ResearchForum,Japan.)o

まず スウェーデ ンの福祉制度 は2っ の原理 に立脚 して きた。1)全 ての人が入手

で きるよ うに、財政 を公的な歳入(publicrevenue)で 賄 うべ きこと。2)公 的に

財政が賄われ る領域 はサー ビス供給 も国 や 自治体が行 うこと。

現在で も1)の 原則は全ての政治政治勢力が支持 して いる。 しか し、2)にっ いて

は国 と自治体 の供給の独 占は最近 は疑問視 されて いる。特 に保守 ・中道政権が

1991年 に成立 してか らは、供給主体の競争 と多様性が強調 され る傾向 にあ った

が、1994年 の総選挙で は、社会民主労働党が政権 に復帰 したので、 この傾 向が

弱 まる もの と思 われ る。 また供給 の効率 も問われて きた。多様性 と選択性 とい

う点 では、まず教育 の分野か ら動 き出 した。特に就学前教育施 設で実例が出た。

この点 では保育 労働者 も両親 も共 に 自由度 の高 い、 自分 たちの意見が直接 に反

映 され る施設 を求め たのであ る。保健 ・医療分野で も同様で あ り、 ス ウェーデ

ンの社会 サー ビスの中では この2つ の領域で協同組合化が先行 した。念 のために

強調 してお くが 、ス ウェーデ ンにおけ る供給面での0種 の 「民営化」 は、公的

財政責 任を前提 として展開 されたのであ る。財政 まで も、個人や家族 の負担 に

転嫁す る我が国 の 「行革型民営化 」 とは話が違 うので あ る。

協同組合化の推進力 の1つ は消費者側、つ ま り、両親や患者の要求で もあった。

消費者側の要望 は、 かな り以前 か らの もので、中心 は 自分 たちの意見 を もっと

公共 サー ビスに反映 させ たい とい うことであ る。 っま り、大 規模 化 し、人格 的

なっなが りが希薄 なサー ビスで はな く、血の通 ったキ メの こまか な もので あっ

て欲 しいということであ る。

一方、供給者側つ ま り労働者側の要求 もまた独自に存在 して いた。彼 らは、歯

車 の0っ と して定め られた仕事 を こなす という働 き方で はな く、 もっと自分 た

ちの意見が直接 に働 く場 に反映 され ることを望 んだので あ る。 この点 は、ア ッ

カ診療所協同組合の アグネータさんの話 に も出た ところであ る。 こうした要求

を満たす組織形態 と して協同組合が選ばれたのであ る。 この場合の協同組 合は

サ ー ビスの量的不足 を補 う防衛的協同組合か ら、労働者 の働 き方 や生 き方 の質

に迫 る協 同組合へ と変化 して いる。 もちろん、そ こに は、供給主体 の多様化を

通 じた競争 の組織化 、医療費 の抑制 とい う政策 目的が含 まれて い ることは否定
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で きない。

ヨブ リン、テルネ グ レン報告 では、興味深 い事 例を紹介 して いる。 スウェー

デ ン南部 にあ るフス トムタルナ就学前学校は、1991年 に自治体 か らそこの労働

者 に移管 された。 「自治体 に雇用 されて いた就学前学校の教 師たちの多 くは、専

門的 な役割 を発展 させ拡大 し、 もっと大 きな責任を果た し、仕事 の在 り方 に対

す る権限を強め、能 力を高め る機会 を持 ち、 そ う した ことに よって 自分 たちの

労働 の満足度を高 め ようと思 って いた」 と述べて いる。 ア ッカ地 域診療所協 同

組合で聞 いた話 とよ く似 て いる。

こう してみ る と、 スウェーデ ンの保育や医療 の労働者協 同組 合 には、専門職

と しての 自由な発想 や責 任感を重視 した施設 に したい とか、労働の満足 という、

いわば 自己実現 に関わ る要求が推進 力にな った ものが多 いと思われ る。国 によ

って協 同組合化 の推 進動機 に多様性 があ ることを忘れて はな らない。

5住 民参加 と医療の民主的改革の

自覚的追求 日本の医療生協

本稿 は主 と して世 界の動 向を論ず るこ とに してい るが、保健 ・医療分野 の協

同組合 にお ける 日本 の、特 に 日本生活協 同組合連合会医療部会 の経験 の重要性

を考慮 して、協 同組 合の契機 という視点 か ら手短 に述べてお く。

ス ウェーデ ンの場 合の供給主体 の多様化 は、単純 に政 治的背景 あるいは経済

的 ・財政的理 由か ら導かれたので はな く、消費者 の参加 と供給者 の自己実現 ・満

足 のい く仕事 とい う、いわば一層深 い レベル での人間的欲求 を実 現す るとい う

性格 を有す る推進動 機が強 い ことを指摘 した。医療協同組合 の役 割 も 「不足を

補 う」仕組 みか ら一 段 と高 い ものにな って いる。 しか し、 この点 では 「国民皆

保 険」下 の 日本で保健 ・医療協同組合運動が170万 世帯を組 織 して発展 して い

る とい う、先駆的経験 を有 して いる。つ ま り、医療サー ビスの不足を 自主 的 に

補 うというだけで あれば、国民皆医療保険 によ ってその任務 は達 成されたので

保 健 ・医療協同組合 は歴史的任 務を終えて、歴史の舞台 か ら去 って行か ざるを

得 ないとい う論理 になるが、現 実 には、わが国の保健 ・医療協 同組合 は皆保 険
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達成後に大 きな発展を示 したのである。 その理由は、第1回 国際保健 ・医療 協同

組合 フ ォー ラムで 日本生 活協 同組合連合会 医療部会 の報告が適切 に も次 のよ う

に述べて いる。

「貧困 と病気 は非常 に密接 な関係 にあ り、 くらしを維持す る上 で健康 ・医療へ

の庶民 の願 いは極 めて大 きな もので した。 こう した事情が協同組合 によ る医療

事業 を 日本に根づかせたのだ といえます。 これ らは、1960年 代半ば にすべ ての

国民 に社会保険制度が適用 され るいわゆ る 『国民 皆保 険制度 』の確立 まで続 き

ます。 この時代 の協 同組合の医療事業の主 と した役割 は、所得 の低 い人々の医

療費問題の軽減 と無医地区への医療供給活動で した。」「徐 々に くら しが豊 かに

な って いきま した。同時 に疾病 、 くらし、地域社会、社会環境等が大 き く変化

しは じめます。 この変化 はいまで も続 いています。 それ とともに医療生協 の役

割 も大 き く変わ り、活動 も変化 してい きま した。 これ まで の 日本 では伝染性疾

患、急性疾患が主 な 『死 に至 る病』で した。 それが成人病、慢性疾患が主流 と

な りま した。成人病 には、住民 自身 の手 による 日常の くら しや労働 のあ り方を

見直 し、不健康 な要素 を と りのぞ く働 きが基本 とな ります。医療機関 もこうし

た くらしの活動 の支援 までふ くめた医療活動が求 め られて きます。 日本の 医療

制度 は、予防 と治療 は制 度 と して も完全 に分離 されて います。 医療機 関で の健

康生活への支援活動 は望 め ませ ん。 また長 い間医師や医療機関 の 『管理下』 に

おかれて いた 日本 の患者 、国民 は医療 に主体性を持 って臨む とい う習慣 を持 ち

合わせて いませ んで した。

医療生協 にお ける独創的 な保健活動 は こう した背景か ら生 まれ、多 くの ひと

び との要請 にこたえ る ところとな り、医療生協が大 き く発展す る重要 な要因 の

1っ とな って います 。

くらしや社会の変化 は、家族や地域社会のあ り方 に変化 を もた らしま した。 日

本特有 の 『家族 制度 』 は多 くの弊害 を もち、民主主義社会 にそ ぐわ ない もので

す。 しか し、『三世代 同居』といわれ る くら しのあ り方 の中で、 くらしの知恵が

祖父母 、父母か ら子 や孫へ生活文化 と して受 け継 がれて い くの には、一・定 の役

割 を果 た して いま した。 また家族 の病気 や育児、老後 な どに家族 が助 け合 う機

能 ももちあわせ て いま した。家族の変化 は 「核家族化」 といわれ る変化で小 さ
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く(一 般 には夫婦 と1人 か2人 の子供)な ると共 に、若者世帯 と老人世帯 とに分

離 しは じめ ま した。 この傾 向は一層つ よまるで しょう。 この なかで、 これ まで

各家庭が もって いた育児や生活 、療養な どの知識や技能が若 い世 代に継承 され

に くくな り、家庭の保健力や育児力、介護力が年 ごとに貧 しくなって います。当

然 医療問題 と して も無視で きな い状況で もあ ります。 日本の地域 社会は 『向 こ

う三軒両隣』 といわれ る近所付 き合 いを大切 に して きま した。農 村では農業を

維持 して い くための共同作業 の推進力 とな ります。都市部 にあ って も、『遠 くの

親戚 よ り近 くの他人 』 といわれ るよ うに、 この近所付 き合 いが 日常的な くらし

の協同、助け合 い機能 を持 って いま した。1960年 代以降の社会の変化 は この近

所付 き合 いを極めて希薄 な もの と して、農村 で も都市部で もくらしの互助機能

は果 た しえな くな りま した。家族 の変化での保健力等 の低下を地域社会 の互助

機能 で支 え ることも難 しくな りま した。

保健活動 は こう した家族や地域社会の変化 の中で、 くら しの場で組 合員 の協

同の努 力をつ くりだ し支え る組織が必要 とな りま した。 日本の生協運 動が創造

した班活動 は医療生 協 において も非常 に大切 な役割 をはた して いるのです。班

とその活動が医療生協 発展 の もうひとっの重要 な要素で あ ります。1960年 代、

日本 の政府 をは じめ多 くの ひとか ら、国民皆保険制度 の もとで は医療費対策 と

して機能 してきた医療生協 の必要性が無 くなるだろ うと指摘 されて いま した。 し

か し、事実はその ころか ら普及 しだ し、大 きな組織 と して発展 しは じめま した。

それ は家族や社会 や疾病の変化 に対応 しうる活動 の展開があ ったか らであ りま

す」(前出、46-47ペ ー ジ)。

以上、保健 ・医療分野 にお いて国際的に急速 に進展 しつつ ある協同組合が、社

会的機能の面か ら主 と して いかな る契機 によ って設立 ・発展 して きたのかを、と

りあえず情報提供的 な文章 にま とめ た。 しか し、 この分野 の情報収集 は極 めて

不 十分 であ り、 これ か らの調査 によ って輪郭 が明 らか にな るであろ う。 そのた

めの取 り組 み も、地域規模、世 界的規模 で進 みだ して いる。
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6マ ル クス とエ ンゲル ス の協 同組 合 論

6-1マ ル クス ・エ ンゲル スの協 同組 合論 を検討 す る意 味

既述 のよ うに1980年 のICA大 会 にお いて基調報告 を行 った レイ ドローは、生

産者協 同組合へ の注意 を喚起 したが、 その直接の きっかけ とな ったのはスペイ

ンのバ ス ク地方 のモ ン ドラ ゴンの労働者協同組合 の展 開であ った。 モ ン ドラゴ

ンの協同組合 セ クターによ る地域 お こ しの壮大 な取 り組 みを始 めたの は、 マル

クスの影響 を強 く受 けたア リスメ ンディア リエ タ神父 であ った。 この意味で も

マル クス、エ ンゲル スの協同組合論の全 体像 の確 認は必要 な作業 で あろ う。

さ らに言 えば、協同組合運動 は労働組合運動 とな らんで、近代労働者階級の

2大 活動領域 として登場 して きた という経緯が あ る。っま り、協 同組合運動 は社

会主 義運動 と、 そ して協 同組合 論は社会主義論 と不可分 の関係にあ った し、今

もある。

比 較的近 年 に出版 された協 同組合の思想的 ・理論 的系 譜 に関す る著書 は、少

なか らぬ スペー スを社 会主義 と協同組合 の関係 に充 てて いる。 しか し、マル ク

ス ・エ ンゲ ルスの協 同組 合 に関す る理論 的 ・政策 的考 察を独 自に系統的 にあっ

か った もの は見 あた らない。他 方で、オーエ ンや レーニ ンな どには、独立 した

章や節が充て られて いる。私見では、マル クス とエ ンゲルスの仕 事は、社 会主

義 の側 か らの協同組合論 と して、独 自の意義 を有 す る とともに、言 うまで もな

くレーニ ンの協 同組合論 の基礎 をな してお り、 ソ連邦 における、 そ して ソ連型

「社会主義体制」にお ける協 同組合のスター リン的偏向、逸脱 を測定す る定点 と

して も、彼 らの協同組合論 の全体像 を確認す るこ とは、少 なか らぬ意義 を有す

るのであ る。

若干の例を示 そう。前 出の松 村善 四郎 、中川雄一郎著 の 『協 同組合 の思想 と

理論』は、「協 同組合思想は、一般 に、近代資本主義 の確立過程で生起 した社会

経済的 ・産業的激変一 産業革命一 が生 み出 した諸 々の事態 に対応 して形成 さ

れ た社会思想の一つで あ り、『共同の生活』や 『共 同の生産 と消費』い う理念 を

掲 げた労働者階級が協 同組 合組織 を通 じて実現 しよ うと した理念 であ る、 と言
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え よ う」(中 川執筆、4ペ ー ジ)と 規定 し、協同組合思想 を基本的 には労働者階

級の理想 の一部 をなす もの と位 置づ けた上で 、叙 述 して いる。 しか し、目次 に

は、章 として も節 と して も、ベラーズやオ ーエ ン、 シュル ツェ ・デー リッツ、ラ

イフ ァイゼ ン、 フー リエ、ル イ ・プラ ンは出て くるが、マル クス ・エ ンゲルス

は出 て いな い。 もち ろん、資本 主義 にお ける労働 者階級の生活 問題 発生 のメカ,

ニズ ムや、小 資本が独 占資本 の圧迫 にさ らされ、 それへの対抗手段 と して協同

組合 を組織 す る必然性 の論証 に、マル クス ・エ ンゲルス理論 が援用 されて はい

るが 、協 同組合論 と しての独 自のあっか いはな されて いない。

今井 義夫 の 『協 同組合 と社会主義』(新 評論、1988年)ゴ ルバ チ ョフ、オー

エ ン、ゲル ッェン、 ドブロ リューボブ、チ ェル ヌイ シェフスキー、 レーニ ン、ス

ター リン、 チャヤー ノブは取 りあげ られて い るが、 こ こで もマル クス ・エ ンゲ

ルスの協同組合論は、章 も節 も与え られて いない。 くりかえすが、資本主義社

会 、社 会主義 にお ける協 同組合成立 の必然性 を論 証す るもの としての、マル ク

ス ・エ ンゲルスの経済理論一般 は、各文献で随所 に援用 されている。 しか し、協

同組合 に関す る広範 な理論問題や政策問題 に取 り組んだ彼 らの業績の全体像を、

独 自に扱 うとい う仕事 は、なされて いないとい って よか ろ う。 その理由は、現

時点 で は筆者 にはつ まび らか でない。 しか し、協 同組合 ・協同組 合運動が労働

者階級 そ して社 会主義思想 と深 く関わ る もので あれば、科学的社会 主義 の礎石

を築 いたマル クス とエ ンゲル スの協同組合論 に、 しか るべ き関心 が払 われて よ

かろ う。

同様 の事態 は、 日本生活協同組合連合会医療部 会の職員を対象 とす る通信教

育の 『医療生協 の歴史 と特徴』(1990年)と い うテキ ス トに も表れてい る。外

国の協 同思想の形成者 と して取 りあげ られて いるのは、 レヴェラーズ とデ ィガー

ズの思想、 オーエ ン、ウィ リアム ・キ ング、 フー リエ、サ ン ・シモ ン、 プルー

ドン、 シュルツ ェ ・デー リッチ、 ライ ファイゼ ン、 レーニ ンであ る。

以上 のよ うな研究状況か ら して、マル クス ・エ ンゲルスの協 同組合論を系統

的に研 究す ることの意義 は、協 同組合思想史 ・理論史 の間隙 を埋 める意義 を持

っ し、国際協同組合同盟 が西欧 での消費協同組合 の苦戦 に直面 し、将来展望 を

模索 した最初の記念碑的 な 「レイ ドロー報告」が、 マル クス理論の強 い影響の
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下 に展開 されたスペイ ンのモ ン ドラゴ ンの実践に、強 い刺激 を受 けて、消費の

みでな く、生産 に も労働者協同組合が積極的 にと りくむ戦略 を定め た とい う事

実に照 らして も意義 を持 ち、 またわが国 ではマル クス的協同組合論が もっぱ ら

レーニ ンを フィルターとして展開 され、かっ レーニ ンの協同組合論や政策が、ス

ター リンの それ と明確 に区別 され て受 け とめ られ たか否かが必ず しも分明では

な く、分 明 にす る基準が マル クス ・エ ンゲルスの協同組合論 に求め られ うる と

いう理 由か らも、意義 を持っ。

い うまで もな く、量的 に も質的 に も巨大 な仕事 を な しとげ た人物 に共通す る

事情が、 ここで とりあげ る2人 に も関与 して くる。 それは、理論 と思想 の発展、

しか も大 きな発展 とい う事情で ある。 したが って、ある1時 期、と りわ け若 い時

期の言説 を とりだ して、 これ ぞマル クス、エ ンゲル スの真意で あ るとす るわ け

には いか ないのであ る。

本稿で は、全著作 に目を配 り、協 同組合論 の重要 な論点 にっ いて、彼 らの見

解を経年的 に確認す る。 同時に、 見解 の発展が見 られ る場合 には 『資本論』及

び1867年 の資本論第1巻 刊行後の見解 を重視す る。科学的社会主義 の最 も基本

的な、 かっ体系的 な著作 として、『資本論』をあ げる ことが妥当だか らであ る。

6-2協 同組 合 活 動 家 で あ った マ ル クス ・エ ンゲル ス

しか し、念のために確認 してお くべ きことがあ る。 それは、1つ は彼 ら自身が

20代 の ときか ら、労働者 の窮乏 を救 うための組織的手段 と して、協同組合 を設

立す る ことに関わ った経験が あるとい うことである。マル クス26歳 、エ ンゲル

ス24歳 の ときの手紙を出 してお く。

「われわれは今 どこで も公開 の集会 を催 して、労働者を向上 させ るための団

体を設 立 しよ うと して いる。 それ はゲルマ ン人の あいだ にす ば ら しい運動 を起

こ して、世間の注意 を社会問題 に向け させて い る。 このよ うな集会 は、警察 に

照会す ることもな く、無 造作 に開かれ る。ケル ンでは会則起草委 員会 の半数 を

われわれの仲間で 占めた。エルバ ーフェル トでは少 な くと も一人 はそのなかに
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いた。 そ して、合理主義者たちの助 力 によって、われわれ は二っ の集会で信心

家 どもにひ どい痛手 を与 えた。 非常 な多数を もって いっさ いのキ リス ト教的 な

ものが会則か ら追放 された(全 集27巻 、エ ンゲルスか らマル クスへ の1844年

11月19日 付 け手紙、9ペ ー ジ)。

〔ケル ンでは一八四四年十一月十 日の、五百名一 工場主 と労働者、官吏、手

工業者 、知識人一 が参加 した集会で、労働者 階級福利協会 という名称にたい し

て論議が行 なわれ、公共救済=教 育協会を設立 しようとす る発議 がなされた。 こ

の集会 には、G.ベ ルゲ ンロー ト、J.ビ ュルガース、ル ドル フ ・カ ンプハ ウゼ ン、

ゲルハ ル ト ・ヨーゼ フ ・コ ンペス、 カール ・デス ター、ゲオル ク ・ユ ング、 グ

ス タフ ・メ ヴィセ ン、ダゴバー ト・オ ッペ ンハイ ム、 フラ ンズ ・ラヴ ォ、ル ド

ル フ ・シュラム とい うよ うな、かっ ての 『ライ ン新聞』(一 八四二,一八四三年)

の株主 や協力者が多数参加 した。 この うちの数名 のは協力者 やその他の急進的

一民主主義的 および社会主義的知識人 の代表者 は積極 的 に行動 した
。

それにっ いてエ ンゲルスが述 べて いる選出 された定款起草委員会 は、一八 四

四年十二月十二 日の 『ケル ン新 聞』 に定款草 案を発表 した。 それは ドイ ッ国 内

での同 じよ うな企て に大 きな影響 を及 ぼ した。 この草案 のなかで公共救済=教

育協会 の目的 と して挙 げ られた もの は、救済 お よび健康 保険組合 の設立(斜 体

は原 文では傍点)、 無宿者 および生 活困窮者の扶養、組織的 な職業紹介、住宅建

築=、 消費=、 生産 協同組合 の設立 、手工業 者 と生産 協同組bの ための信用

金庫 と販 売 市場 の創 設、手工業者学校 と実業学校 の設置 な らびに労働者 と手工

業者 のための よ りす ぐれた職業教育 であ った。官憲 は この よ うな定款 を承認 し

なか った。 ところが〇 八四五年 の三月十六 日、三一 日、四月十三 日にひ らかれ、

千名以上が 出席 した協会 の総会で は、 それが満場一致で採択 された。 そこで州

長官 は以後集会 を開 くことを禁止 したが 、定款の最 終的な認 可拒 否を通告 した

のはよ うや く一八 四五年十月に な ってか らであ った。

この よ うな対決がっつ いて いるあ いだ は協会は まだ活動 を行 な うことがで き

なか ったか ら、 しか も一八四四 一一 八四五年の冬 にはケル ンにおけ る窮乏 はま

す ますふか ま り、一八四五年春 には その極に達 したので、委員会 のなかの もっ

とも積極 的で果断 な代表者 は他 の数 名の共産主義的思想 を もった民主主義者 た
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ち と共 同 して 、 一一八 四五 年三 月 に、 当面 す る窮 乏 打 開 の た あ の協 会 を ケ ル ンに

設 立 した。 そ こで指 導 的 な役 割 を は た したの はG.ベ ル ゲ ンロー ト、C.H.ダ ー レ

ン、 ロー ラ ン ト ・ダニ エ ル ス 、 ドク トル ・カ ール ・デ ス タ ー、 ゲ オ ル ク ・ユ ン

グ、J.A.レ ル ゲ ン、 カ ール ・シュナ イ ダ ー、 ヨーゼ フ ・ヴ ァイ デ マ イ ア ーで あ っ

て 、 ほ とん どす べ て が マ ル クス とエ ンゲ ル ス の知 人 な い しは親 友 で あ った。 一

八 四五年 三 月二 十 日か ら、当面 す る窮乏 打 開 の た めの協 会 は毎 日なん千 もの人 々

に無 料 で 食 料 を支 給 し、 困窮 者 収容 所 を っ く り、 また 医 療 の 世 話 を した。 協 会

の協 力 者 は この ほか に も一 八 四 五年 の 夏 まで 、 ケ ル ンの プ ロ レタ リア ー トの窮

状 な らび に資 本 家 の横 暴 に関 す る調 査 を 行 な って 、新 聞 、特 に 『ゲ ゼ ル シ ャ ッ

フ ッ シュ ピー ゲ ル 』紙 上 で そ の 中傷 に立 ち向 か った 。p.526-527ド イ ツ語

版 全 集 編 者 に よ る注 解 〕。

もう1っ は、後 に も触れ ることだが、やは り早 い時期か らプル ー ドンの、小ブ

ル ジ ョア的協同組合主義 との闘 いを通 じて、協 同組合 に関す る深 い認識 を必要

と した し、実際 に も身 にっ けて いた とい うことであ る。

「プル ドンは、 グ リュー ンが翻訳 して いる新 しい未刊の著書 のなかで、貨幣を

無 か らつ くりだ してすべ ての労 働者 を天国 に近づ けてや るとい う一大 計画 を立

てている 〔一八 四六年 にパ リで刊行 され たプル ドンの 『経済的諸矛盾 の体系、ま

たは、貧困の哲 学』を指 してい る 注解〕。一 では、この世 界救済計画の雄

大 さを聞 こう。要 す るに、イギ リス人 にはず っと以前 か らあ って十回 も破 産 し

た レーバ ー ・バ ザーまたは レーバ ー ・マーケ ッ ト 〔レーバ ー ・バ ザーまたは レー

バ ー ・マ ーケ ッ トと言 って いるのは、EquitableLabourExchange-Bazar(労 働

生協産物 の公正 な交換のためのバザ ー)の ことで、 これはイギ リスの いくっか

の都市 に労働者 の協同組合によって もうけ られていた。最初 の労働バザーはオー

エ ンが一八 三二 年九月 に ロン ドンで設立 した ものであ る。 それは一八三 四年 の

中 ごろまで存続 した。 これ らの労働バ ザーでは労働生 産物 が労働 紙幣の媒介 に

よって交換 され、 この紙幣の単位 は労働 時間だ った。 このよ うな企図 は、資本

主義的商品経済 の諸 関係 の もとで無貨 幣交換 を組織 しようとす るユ ー トピア的

な試みであって、やがて失敗 に終わ った 注解〕とち っとも変わ りはな い。す
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べての部門 のすべ ての手 工業者 の組合。大 きな保管倉庫。組 合員か ら引 き渡 さ

れ るすべての製品 は、正確 に原料費 ・プラス ・労働 によ って評価 されて、 同 じ

よ うに評価 され る他 の組 合生産物で支払わ れ る。組合 のなかで消費 され るよ り

も多 く供給 され る者 は物 は、世界市場で売 られ ることにな り、収益は生産者 に

支払われ る。 この よ うに して、ず るいプル ドンの思惑で は、彼 も彼の組合員 も

中間商人の利潤 を回 避す る。 そ うすれば彼 は彼 の組合資本 にたいす る利潤 も回

避す るのだ とい うこと、 この資本や この利潤 は、回避 され る中間商人 の資本や

利潤 と正確 に同 じ大 きさでなければ な らな いとい うこと、だか ら彼は左手で得

るものを右手で捨 て るのだ とい うこと、 こ ういうことには この精密 な頭脳 は考

えっかなか った。彼 の労 働者 たちは、 そ うしないでば らば らにで も同様 に うま

くや って行 け るだ ろ うか ら、必要 な資本 を出すはずが ない とい うこと、組合 に

よ って費用 の節約 がで きるか も しれ ない と して も、大 きな危険は それを帳消 し

に して余 りあ るとい うこと、要す るに この話 の帰着す るところは今の世 のなか

か ら利潤 は消 して しま うが利潤 の生産者 たちのほ うはすべて その まま に してお

くということ、それはほん とうの渡 り職人小唄で 〔渡 り職人 〔Straubinger〕一

ドイ ッの遍歴手工業職 人。マル クス とエ ンゲルスが渡 り職人 と呼んでいたのは、

古臭 い同職組合観念 や偏見 に支配 されて いた ドイツの手工業者の ことで あ って、

彼 らは、資本主義 的大工業か ら小規 模な手工業 に帰 ることが可能 だ とい う反動

的な小 ブル ジ ョア的 な幻想 にと らわれて いた。 注解〕、大工業や建築業や農

業 などをは じめか ら除外 して いる ものだ とい うこ と、彼 らはブル ジ ョアの利益

にはあずか らないで ただその損失 を負担 しなければな らないだけだ ということ、

すべて これ らの ことやその他 の無数 のわ か りきった異論 を、彼 は、 自分の もっ

ともらしい幻想 に夢 中にな って、忘れて い る」(全 集27巻 エ ンゲルスか ら共

産主義通信委員会へ の1846年9月16日 付 け手紙39-40ペ ー ジ)。

この文脈で もマル クス とエ ンゲル スのオ ーエ ンによる協 同組合 の実践 にたい

す る、深 い関心 が理解 で きよ う。
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6--3資 本主義 に取 り残 され る小生産者 の 「後 ろ向 きの」

協 同組合 へ の正確 な位置 づ け

協 同組合 には、 その構 成員 によ って分類すれ ば大 き くは、資本主義以前 に一

定 の経済的役割 を果 た し、同時に資本主義の発展 によ って駆逐 され る運命 にあ

った、小規模の農奴 使用地主 や小親方 などの封建的性格を色濃 く持っ小生産者

の組合 と、労働者 を組合 員 とす る労働者協同組合 と、農民 な どの小資本を組合

員 とす る組合の3つ に分類 され る。

マル クス ・エ ンゲル スは、資本主義 に封建 的立場か ら反対す る小生産者 の協

同組合 にたいす る評 価を 、次 のよ うに述 べて いた。

「これ らの農民 には 自分た ちを共産主義的 に組織す る ことは可 能で なか った。

なぜ な ら彼 らには、共 産主義的連合の第一 の条件 た る共同的経営 を遂行 す るた

めのすべての手段が 欠 けていたか らであ り、 また土地細分化 はむ しろ ただ、そ

のよ うな連合 にた いす る要求をの ちにな って よびお こ した諸条件 の一 つ にす ぎ

なか ったか らで ある。一般 に共産主義的運動 はけっ して田舎か らで はな くて、い

っ もただ都市 か らのみ出発 しうる。」(全 集第3巻 、「ドイツ ・イデオ ロギ ー、pp.

377-378)0

ロ シアの トカチ ョーフは、 ロシアで社会主 義革命 を実現す る と主張 した。

「しか もそれは、プロ レタ リアー トもブル ジ ョア ジー もよ うや くち らほ ら、低 い

発展段 階で現れて きて いるにす ぎな い社会状態 の もとでの ことなので あ る。 し

か も、 ロシア人 はいわば社会主義 の選民で あ り、 アルテ リと土地 の共 同体所有

とを もっているか ら、 こ うい うことがで きるというのであ る。

アルテ リについては、 トカチ ョーフ君は事 のつ いでに述べて いるだけだが、そ

れはすで にゲル ツェ ンの時代以来多 くの ロシア人 のあ いだで神秘 的な役割 を演

じて いるので、 ここにあわせて とりあげ ることにす る。アルテ リは、 ロシアに

広 く普及 してい る一 種の組合で、狩猟民族 のあ いだで狩猟 の さいに見 いだ され

るよ うな、自由な協業の最 も単純な形態であ る」(全集第18巻 、エ ンゲルス、「亡

命者文献」、1875年 、555ペ ー ジ)。
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「きび しい気候のため多種多様 な産業活動が必要 となるが、その場合 に都市 の発

達 と資本 との不足を、で きるだけ こうい/う 協業形態で補 うわ けであ る。一 ア

ルテ リの最 も顕 著な特徴 の一 つであ る第三者 にた いす る組合員相互の連帯責任

制 は、古代 ドイツ人 のあいだのゲヴ ェー レ 〔Gewere〕 や血讐 など と同 じく、 も

ともと血縁 の紐帯 を土台に している。一 ちなみに ロシアでは、アルテ リという

語 は、各種 の共同活動ばか りでな く、各種 の共 同施設 に も用 い られて いる。取

引所 も一つのアルテ リであ る。一 労働者 アルテ リで は、かな らず一人の長が選

出 され、 この長が出納係、簿記 係な どの役 目、必 要 なか ぎ りは支配人の役 目を

果た し、特別 の給与 を もらう。 こう したアルテ リは、次の 目的 のためにっ くら

れ る。

(一)一 時的 な企業のために。 それが終了す れば アルテ リは解散 す る。

(二)同 一業務 の仲間たち、た とえば荷物運搬夫 の仲間 などのため に。

(三)本 当の意 味で産業 的な、恒常的企業 のため に。

アルテ リは、組合員全部が署名 した契約書 によって設立 され る」(同、556ペ ー

ジ)。

「これでおわか りの ように、アルテ リは、 自然 に成立 した、 したが ってまだ き

わめて未発達 な協同組合で あ り、アルテ リその ものはけ っして もっぱ らロ シア

だけの もので もなければ、 スラヴだけの もので さえ な い。 こうい う組合は、必

要 にあ るところでは どこに もつ くられて いる。た とえば、スイスの酪農業 、イ

ギ リスの漁夫 の場合が それで、そ こにはきわめて種々雑多なアルテ リさえある」。

「ロ シアで この形態が優勢 なことは、た しかに、 ロシア人民 のあいだに強い組

合本能が存在す る ことを証明 しはす るが 、 しか しロシア人が この本能のたすけ

をか りて アルテ リか らいきな り社会主義的 な社会 秩序 に飛躍す る能力を もって

いる こと証明す る ものでは とうていない。 それには、 なによ りもまず アルテ リ

自体が発展 能力 のあ る もの とな り、既述 のよ うに労働者 よりも資本 に役だ って

いるよ うな その 自然生 的な姿態 を脱却 し、す くな くと も西 ヨーロ ッパ の協 同組

合の立場まで高ま る必要があ る。 現代 の協同組合は、す くな くとも、それが

自慢 で大工業 を経営 して利益 をあげるこ とが で きることを証明 した 〔ランカシ

ァの紡績業 と織物業〕。 アルテ リは、 これ までの ところ、そ うす る能力がないば



保健 ・医療協同組合論ノー トー その1 331

か りで な く、 も し発 展 を っ づ け て いか な けれ ば、 大 工 業 にぶ っ か って 必 然 的 に

没 落 しさえ す る」(同 、556-557ペ ー ジ)。

ここでのエ ンゲルスの指摘 は、 レーニ ンが具体的 なロシアの条件の下で、政

策的 に具体化 した。 アル テ リは、基本的 には社会進歩 の立場 には立ち得 ず、む

しろ反動的 な役割を果 た した。 レーニ ンはアルテ リが反封建的 なッ ァー リ(ロ

シァ帝政)に 利用 されて い ることを厳 しく批 判 した。 この問題 は稿 を改めて考

察す る。

6-4資 本主義の もとで労働者が組織す る協同組合の意義

なによ りもまず、マル クス とエ ンゲルスは、労働者が組織す る協同組合を、資

本 家な しで労働者が企業 を運営 ・経営で きることを示す実物教育 と評価 した。

「イギ リスの俗物新聞 『スペ クテ ィター』一八六六年五月二六 日付の報道 によ

れば、一一一 ロ ッチデイル協 同組合 の諸実験 の根本 的欠陥 と して、次の よ うな

発見 を して いる一 『それ らの実験は、労働者 の組合が、売店、工場、およびほ

とん どすべての形態 の産業 の管理 に成功 しうるこ とを示 した し、 また労働者 た

ち 自身の状 態を いち じる しく改善 した。 だが 、 しか し、 その ときこれ らの実験

は、雇 い主 たちのために明 白な席 を空 けておか なか った』。"な ん と恐 ろ しい こ

とだ1"」(第 一部 第11章 、新 日本新書版 、577ペ ー ジ)。

同様の論 点は第3部 で も表 明 されて いる。

「資本家が生産 の機能者 と して は余計 にな った ということは協同組合工場が こ

れ を証明 して いる。」(第3部 、656ペ ー ジ)。

「協同組合工場 の場合 には、監督労働の対立的性格 は な くな る。 とい うの は、

管理人 は労働者 たちによ って支払われ るのであ って 、労働者 たちに対立 して い

るので はないか らで ある。」(657ペ ー ジ)。

エ ンゲル スの原注 「私 のよ く知 って いるある場 合 には、一八六八年の恐慌後、

あ る破産 した工場主が 自分 自身の以前の労働 者た ちか ら給金 を もらう賃労働者
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にな った。す なわ ち、その工 場 は破 産後、一 つの労働 者協同組合 によ って引 き

継がれ 、かつての所有者 は管理人 と して雇われたので ある」(657ペ ー ジ)。

上記 の論点 とも関連 して、協同組合工場は利 潤が資本家の 「管理賃金 」すな

わち管理 が優 れてい るこ とへの対価 だ とい うブル ジ ョア ジーの主張が成 り立 た

ない証 明 と して も立 ち現 れて くる。

「労働者 の側で協同組合が 、 ブル ジ ョワの側で株式会社 が発展す るにつれて、

企業者利得 を管理賃金 と混 同す るための最後 の口実 もよ りどころを奪 い去 られ、

実際的 に も、利潤は、理論的 に否定 しえ ないもの、す なわち単な る剰余価値、な

んの等価物 も支払われない価値、実現 された不払労働 と して現 れた。」(第 三部 、

660ペ ー ジ)。

この論点は、資本論第 四部 と称すべ き 『剰余価値学説史』の第22章 「ラム ジ」

のなかで、 よ り詳 しく述べ られて いる。

「労働 の搾取 は労働を必要 とす る。産業資本家の行 な う労働 が単 に資本 と労働 と

の対立 によ って必要 にされて い るにす ぎないか ぎ り、 それは彼 の使用 す る監督

係(産 業下 士官)の 費用 にはい るもので、すで に賃金 の範疇 に算入 されて いる

ような ものであ る。 これ らの費用は、商業上の費用 の大部分 とま った く同様 に、

資本主義 的生産 の空費 に属す る」(全 集26巻 皿、463ペ ー ジ)。

「そ こで、監督労働 として残 るのは、ただ、何人 かの個人の分業 や協業を組織す

るという一般 的な機能だ けで ある。 このよ うな労 働 は比較的大 きな資本主義的

企業で は総支配人の賃金 によって完全 に代表 されて いる。その最良 の実例 を与

え るものは、 イギ リスの労働 者の協 同組合工場 であ る。 とい うのは、 これ らの

工場 は、比較的高 い利子 を支払 って いるに もかかわ らず、平均 よ りも大 きな利

潤 を与えて い るか らであ る。 た とえ、総支配人 の賃金 、それは もちろん この種

の労働の市場価格に よって規定 されて いるのではあ るが、 この賃金 は引 き去 ら

れて い るに して も、であ る」(463-464ペ ー ジ)。

工場制 との関わ りでは、 オーエ ンの協 同組合が、資本主義社会 全体 の改造 と

離れた、孤 立的な営 みで あ った ことを指摘 しっっ も、 オーエ ンが プル ー ドンな

どの 「協 同組合主義」 とは異 な って、工場制度が労働者階級を訓 練 ・結合 させ
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ることの歴史的 な進歩的意義 をオ ーエ ンが理解 して協 同組合工場 と協 同組合売

店 を試み た と指摘 してい る。(9)

「ロバ ー ト・オーエ ンは協同組合工場 と協同組合売店 の父であ るが、それで も、

すで に述べ たよ うに、 この孤立 的 な転換 要素 の意義 にっ いて彼 の追随者 たちが

もって いた幻想 など決 して もって いなか ったのであ って、彼 は 自分の試み にお

いて実際 に工場制度か ら出発 しただけで な く、理論的 にも工場制度を社会革命

の出発点 で ある と宣言 した。」(第 一部、864ペ ー ジ)。

マル クス は、労働者が 自分 とは関係 のな いところで決 め られ た労働 目的や規

律の もとでは、労働 に対 して消極的態度 しか もて ないのに対 して、 自 らが 所有

す る工場 な らば 自分 の労働 に積極的 に と りくむ と述べ、労働者が所有す る工場

の例 と して ロ ッチデ0ル をあげてい る。

「先 に見 たよ うに、労働者 は実際 に、彼 の労働 の社会的性格 、すなわ ち共通 の

目的のための他 人の労働 との彼 の労働 の結合 にた い して、 自分 にとって縁 のな

い力にた いす る もの と して関係す る。 この結合の実現 諸条件 は、彼に とっては

他人の所有物 であ り、その浪費 は、 も し彼が それの節約 を強制 されな いとすれ

ば、彼 に と っては まった くどうで もよい ことであろ う。労働者 たち自身 の所有

す る工場、 た とえば ロ ッチデイルの工場 では、 この ことはま った く異 なって い

る。」(第3部 、145ペ ー ジ)。

っ いで に、 マル クスが ロ ッチデ ールでの試 みに深 い関心 を払 っていたた こと

を示す部分 をだ してお く。それは、「イギ リス工場制工業の状態」(1860年)の

次の文で あ る。

「ア レグザ ンダー ・レッ ドグ レーヴ氏 とサー ・ジ ョン ・キ ンケー ドの報告書で

なによ りもきわ だ って興味あ る部分 は、 ラ ンカ シャと、 そ してあ る程度 まで は

ヨー クシャとにおけ る工場 の設 立 と運営 とを 目的 とす る協同組合 の発展 と拡張

とにかんす るところであ る。 これ らの協 同組合は、有 限責任会社 法の通過後 に

増加 した もので あ るが、ふっ う労働 者か らな りた って いる。各組合は一万 ポ ン

ド以上 の資本 を持 ち、資本 は五 ポ ン ドと十 ポ ン ドの株 に分割 されてお り、組合



334 保健 ・医療協同組合論ノー トー その1

は応募資本 にたいす る一定 の比率で借入れす る権 限を もって いる。借入金 は労

働者 やそれ と同 じよ うな階級の人 たちの小 口資本 か らな りた って いる。た とえ

ばベ リでは、 そ こで建設ずみの、お よびなお建設 中の協 同組合工 場を操業 させ

るためには、三十万 ポ ン ド以上が必要 とされ るであろ う。紡 績工 場で は、紡 績

工 や 〔そ こで〕雇 われて いる人人が 、 しば しばその同 じ工場 の株 主で あ り、賃

金のために働 き、 また 自分 の株 にたいす る利息を受け取 って いる。綿織物 工場

では しば しば組合員 が織機 を賃借 りして、 それをはた らかせて いる。 自分で企

業を始 め るのにた い した資本 を必要 と しないため にこれ は労働者 にとって は魅

力があ る。彼 らは織 機にす ぐか け られ る紡糸 を買 い入 れて、布を織 る。 これで

製造の作業 は完 了す る。 さ もなけれ ば、彼 らは取引相手 の いずれかの工場主か

ら紡糸 を受 け取 り、織布 を彼 にかえす のであ る。 しか しこの協同組合制度 は綿

紡績 と綿織布 にか ぎ られ る ものではな い。 この制度は、小麦粉、食料品類、反

物 などのよ うなさまざまな消費物資の商業 に もおよぼ されてい る」(全 集15巻 、

77ペ ー ジ)。

さ らにマル クスは、 この文章 のあ とに、以下の長 い引用を行 って いる。

「一八六〇年五 月十六 日

ロ ッチデール には約12年 間 も 『ニ ュー ・ベーカ ップ ・ア ン ド・ウォー ドル商

事会社』 という商号 の協 同組合会社 が存続 して きて いる。同社 は株式会社 法 に

したが って設立 され、有限責任会社で ある。同社 は、ロッチデール近郊の ウォー

ドルの クラ ッフ ・ハ ウス工場で操業 を開始 し、 〔一株一 訳補〕十ニポ ン ド・十

シ リングの株で十万 ポ ン ドの資本を募集す る権 限を もち、 この うち二万ポ ン ド

は払 い込 まれ た。同社 はそれか ら 〔払 い込み資本 を〕三万 ポ ン ドにふや し、五

年 ほどまえ には クラ ップ ・ハ ウス工 場の ほか に、スタ ックステ ッ ド近郊 に百馬

力の蒸気力を有 す るフ ァー ・ホ ーム工 場 とい う大工場 を建設 し、 昨年十月 に終

わ る半年間に同社 は払 い込み資本 にたい して四割四分の割合 で配当を支払 った。』

(バ トリック氏の六 月十一 日の報告 によれば、ニ ュー ・べ 一カ ップ ・ア ン ド・ウ

オー ドル商事会社 は、 『ベーカ ップ、 フ ァー ・ホーム工場』 の名で、払 い込み資

本 にた い してさ らに四割八分 の配 当を支払 うことを ち ょうど発表 した ところで

あ る。一 マル クス)
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「そ して現在 では同社 は資本 を六万 ポ ン ドの額にふや してお り、当地 に近 いス

タ ックステ ッ ド近郊 の フ ァー ・ホーム工 場を大拡張 したが、 そのためには各四

十馬力 の 〔蒸気 〕機 関が もう二台必要 で、 いまそれを据え付 けよ うと して いる

ところであ る。株主 の大 部分 はその工場 で働 いて いる労働者 で あ るが、労働者

と して賃金 を受 け取 ってお り、経営委員会 の年次選挙 に投票 す るほか には経営

には関係 して いな い。私 は今朝 フ ァー ・ホーム工場を視 察 して きたが、工場法

にかんす るか ぎ りは、私 の担当地区 の どの工場 に もお と らず うま くいとなまれ

て いると報告す ることが で きる。私 は、会社 には質問 してみ なか ったが、 同社

は5分 の利子で金 を借 りた と思 う。

べ 一カ ップ近郊 には もう一っの協 同組合会社が 『ロッセ ンデール工業組合』 と

い う商号で事業を して、 およそ六年 間 も存続 して きている。

この組合 は工 場を建設 したが、聞 くところでは、 じゅうぶ ん資金が ないため

に繁昌 しなか った。現在 この会社は 『ロッセ ンデール工業組合』に改組 され、有

限責任会社法 に したが って登記 され、二 十万ポ ン ドの資本を募集す る権限を も

って い る。一株 十 ポ ン ドで四万 ポ ン ドが徴収 され、約 四千ポ ン ドを借 り入れて

いる。 この四千 ポ ン ドは小資本家か ら、百五十ポ ン ドか ら十 ポ ン ドに いたるま

での額 で無抵当で借 りた ものであ る。最初 この協 同組合会社が発足 した ときに

は、株主 はみ な労働者で あ った。 ロ ッセ ンデール工業組合が建設 した といわれ

るウィア工場 に くわえて、同社 は、 こん どB〔 ・ア ン ド・T〕・マム兄 弟商会か

らべ一カ ップにあ るアー ウェル工場 を買収 して、 この二つ の工場 を経 営 して い

る。

ニ ュー ・べ 一カ ップ ・ア ン ド・ウ ォー ドル商事会社 の繁栄 と成功が、 いま私

のす ぐ近 くで設立 されて事業遂行 のため大工場 を整備中であ る新 しい諸会社 の

設立 の動機 にな ったように思われ る。 その一一っは 『ニ ュー一チ ャーチ綿紡績会社』

で、有 限責任会社法 に したが って設立 され、十 ポ ン ド株で十 万 ポ ン ドを募集す

る権限を もって いる。 この うち四万 ポ ン ドがすで に払 い込 まれて お り、 そ して

同社 は抵 当つ き五分 の利子で五千ポ ン ドを借 り入れた。 この会社 は、ニ ュー一チ

ャーチのヴヱール工 場 という四十馬力 の休止工場 を手 に入れ て、す でに発足 し

てお り、 いま百馬力 の 〔蒸気〕機 関を必 要 とす る 『ヴィク トリア工場』 を建設
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中であ る。 これ は、 同社 の希望では来年二 月 に完成す るはず で、その ときには

会社 は四百五十人 を雇 う予定で いる。

もう一っ の会社 は 『ローテ ンス トール綿業 会社 』で、やは り有 限会社で、五

万 ポ ン ド株 で五万 ポ ン ドの名 目資本 を有 し、一万ポ ン ドの限度 まで借 り入 れる

権 限を有 して い る。 すで におよそ二万 ポ ン ドが払 い込 まれ、 同社 はヘ アホーム

に七十馬力 の機関 を必要 とす る工場 を建設 中であ る。 聞 くところでは、 このど

ち らの工場 で も、株主 の十分の九 は労働者 階級 に属す るとい うことであ る。

最近六カ月の うちに出現 した協 同組合会社が いま一つあ る。 『オ ール ド・クラ

ッフ綿業会社 』は、B・ ア ン ド・T・ マム兄弟商会 か らアー ウェル ・スプ リング

ズ とい う名前の古 い二っ の工場 を買 い取 った もので、他 の会社 と同 じ原則 に も

とつ いてい るが 、私 は同地 には行 くことがで きなか ったので、本 日は この会社

にっ いての詳細 をの こらず報告す ることはで きな い。 しか し、 〔同社か らの〕報

告 によれば、動力は十三馬力で、雇われて いる労働者数は七十六人であった。株

主 はすべて労働者階級 に属す る人 々であ ると私 は思 う。

工場 の一部分 を、事情 しだ いで一部屋 とか二部屋 とか借 りて い る人々 も幾人

か いる。 またあ る場合 には一部屋 の一部分 だ けの ことさえ あ る。 それ どもこの

場合 には彼 らは、 自分の使 ってい る労働者 といっ しょに同 じよ うに働 いて いる

とはいえ、やは りその部分の主人で あ り、他 の どんな工場主 とも同 じよ うに人

を雇 い賃金 を支払 って いるので あ り、雇われ た労働者 は事業 に出資 して いない

のであ る。 べ一カ ップには、以前 にはこ うい う工場主が現在 よ りももっとた く

さん いた。 その うちのあ る もの は事業 を放棄 した し、 また他 の あるものは成功

して、 自力で工場 を建設す るとか、あ るいは大 きな建物 を賃借す るとか したの

で あ る。 ロッチデールには、私 の担 当地 区内の他 の どこよ りも、 この種の工場

主が た くさん いる。」(77-79ペ ー ジ)。

マル クスお よびエ ンゲルスの協同組合企業 にた いす る深 い関心 は、後で述べ

る ことにな る、資本 主義か ら社会主義 ・共産主義へ の展望 における経済主体の

探求 と結 びっ いて いた。

以上のようにマルクスは、協同組合工場を労働者が資本主義のもとで積極的
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に企業経営 に参加す る形態 として位置づ けた。 そ して、資本主義 を突破 す る最

初 の企業形態で ある と した。

「古 い形態の内部 では、労働者 たち自身の協同組 合工場は、古 い形態 の最初の

突破 であ る。一 それ らは もちろん、どこで も、それ らの現実 の組織 においては、

既存の体制のあ らゆ る欠陥 を再生産 し、また再生産せ ざるをえ ないので あるが。

しか し、 これ らの協 同組 合工場 の内部 では、資本 と労 働 との対立 は止揚 されて

いる一 たとえ最初 には、組合 と しての労働者 たちが彼 ら自身の資本家であ ると

い う、すなわち、生産諸手段 を彼 ら自身 の労働の価値増殖 に使用 す るという、形

態 にお いてにす ぎな いと して も。 これ らの工場 は、物質 的生産諸 力の、お よび

これ に照応す る社会 的生 産諸形態の一定 の発展段 階にお いて は、 いか に してあ

る生産様式か らあ る新 た な生産 様式が 自然 に発展 し形成 され るか を示す。資杢

主 ・生産 か'生 る工1が な`れ ば 百咀A工 日は しえな

か った で あ ろ'き ま尋 主 ・弘Aが 主 ・ コA土 に ～

・に ヒ た め の主 な基 な の と 百 じよYに か れ 小 な か れ

で の 百 咀A・へ の'・ ム の た め の
日 る

主 ・

nは 百o工 圓と 百 に 主 ・生 産2か'士A・ 生 産 へ の

過℃ ク、、とみな され るべ で あ が ただ文立 が 前 で は覇'・ に止 日され

後者 では積極的 に止揚 され るのである(下 線 は 日野)」(第3部 、763-764ペ ー

ジ)。

この よ うに、マル クス は協 同組合企業 を資本 主義 の内部 で発生 し、資本主義

を止揚す る新 た な生 産の担 い手 にな りうる ものと評価 して いる。 マル クスは消

費(協 同)組 合 につ いて も言及 して いるが、 それ は資本論執筆 よ りも前 の段階

であ り、 また量 も少 ない。 マル クスの場 合 には協同組合の意義 は主 と して生産

協 同組合、協同組合工場 に置かれて いる。 しか し、協同組合企業 を資本主義 に

代 わ りうる企業 形態 と して いる点 は、生産協 同組合 に も消費協同組合 にも当て

はまる論点で あ る。

なお、労働者階級が資本から独立 して工場をはじめ社会的生産と分配を、自

らの手で実施すること、つまり社会を統治する能力を、ほかならぬ資本主義社
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会が労働者 階級 を訓練 して、身 につ けさせ る、 とい う論点 に関わ って 、マル ク

ス ・エ ンゲルスは、早 い時期か ら、労働者間 の競争 を克服す る課題 を戦略的な

もの と位 置づけ、そのための主要 な手段 と して、労働者の組合 を位置 づけて い

た。

エ ンゲル スの1845年 の 「イギ リスにおける労働者階級の状態」(全 集2巻)で

は、 「競争 」 という項 目をたてて こう述べて い る。

「競争 は、近代 ブル ジョア社会 において支配 的な万人の万人 にた いす るたたか

いの もっとも完全な表現 であ る。 このたたか い、生活のための、生存 のための、

あ らゆる もののためのたたかい、 したが って また いざ となれ ば生死 をかけ るた

たか いは、ただ社会の いろいろな階級のあいだで おこなわれて いるだけで な く、

これ らの階級の ひと りひと りの成員 のあ いだで もお こなわれ て いる。 どの成員

もみ な他の成員の じゃまにな る。 そ こで、 どの成 員 もまた、 自分 の じゃまにな

るすべて の ものを押 しの けて、 自分が それに代 わ ろうとす る。 ブル ジョアが た

が いに競争す るように、労働者 もたが いに競争す る。機械織布工 は手 織工 と競

争 し、失業 した、あ るいは賃金 の低 い手織工 は、仕事 を もつ あ るいは賃金 の高

い手織工 と競争 して、 これを押 しのけよ うとす る。 ところが 、 この労 働者相互

間 の競争 こそ、現在労働者 がお かれ て いる状態 のなかで もっと もわ るい面 であ

り、 ブル ジ ョア ジーの もってい るプ ロ レタ リアー トにたいす る もっと も鋭 い武

器 なので ある。だか らこそ労働者 は、組 合(ア ソ シエー ション)を つ くって こ

の競争 を排除 しようとっ とめ るので あ り、だか らこそブル ジ ョア ジーは この組

合 にたい して憤激 し、 この組合が敗北 を喫す ることに勝利の凱歌 をあげ るので

あ る。」(306ペ ージ)

支配 の道具 と して の競争 と、 それ との戦 いの手段 と しての組合 が明確 に提起

されて いる。 ただ し、 ここでの組 合 は、労働組合(tradeunion)で ある。

続 いて 「労働運動」 とい う項 目で は、労働者 は非人間的な状態 と闘 うときに

人間的 であ る。 まず は、犯罪 とい う未熟 で無益 な反抗。そ して機械 に対す る暴

力的反抗(ラ ダイ ト運動)。 そ して秘密の組合 とい う組織での抵抗を行 った と述

べ、「なるほど、すで にこれ まで に も、労働者 のあ いだにはっね に秘密の団体が

あるにはあ ったが、それは決 して大 きな成果をあげることはで きなか った」(449
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ペー ジ)。 「ところが、労働者が一八二四年 に 自由な結社の権利をえた ときには、

これ らの組合 はたちまちの うちに全 イギ リスにひろが り、強力 とな った。すべ

ての労働部門 に、 このよ うな労働組合(tradeunions)が 、 ひと りひ と りの労

働者 を ブル ジ ョア ジーの暴虐 と無視か らま もる、 とい うは っき りと した意 図 を

もって結成 され た。 これ らの組 合の 目的 は こうで あ った。す なわち、賃金 を規

制す ること、集 団をっ くり、力 として雇 い主 と交渉す ること、雇 い主 の利益 に

応 じて賃金を規制す ること、適当な時期が くれ ば賃金をあげ ること、そ して 、一

つの職業 における賃金 は、すべ て どこで も同 じ高 さに保っ こと、であ った」(450

ペー ジ)。か くしてエ ンゲルスが提起 したのは労働組合 であつた。 しか し、資本

によ って強制され組織 され る労働者 どう しの競争 を克服す るとい う視点 に立て

ば、協 同組 合 もその機能 を十分 に もち うるのであ る。

エ ンゲルスは、組合 の歴史 は労働者 のなが い敗北 の連続で あ り、時 に勝 利す

ることもある程度だ った。 またス トライキ に して も、「労働市場を変化 させ るよ

うな比較的重要な原因 に対 しては、組 合は無力で あ る」(452ペ ー ジ)と 、 リア

ルな認識 を持 ちつつ も、で は、 なぜ労働者 はス トライキをや るのか、闘 うのか

と自問す る。

「それは まった く労働者が、賃金の引下 げ、および この ような引下 げの必要性

その ものにたい して、抗議 しなけれ ばな らないか らであ る。労働者が沈 黙 して

いれば、 自分 たちが人間 と して環境 に順応す るのではな く、環境 のほ うが 自分

たち人間に したが うべ きであ る、と宣言 しなければ な らないか らであ る。 労

働者 は、 まだあ らゆ る人間的感情 を喪失 して しま って いな いか ぎ り、 この よ う

な ことにた い して抗議 しなけれ ばな らない。」 「この抗議 は、ブル ジ ョア ジーの

金銭欲を一定の限界 内に抑制 し、有産階級 の社会 的 ・政治的全能の力 にた いす

る労働者の反対 を活発 にす るとと もに、一方 、た しか にこの抗議 はまた、 ブル

ジ ョア ジーの支配 を うちやぶ るためには、労働組 合や ス トライキ以上 のなにか

が必要で あるとい うことを、労働者 にむ りや りに承認 させ る。 しか し、 これ ら

の組合 と、 これ らの組合 か らお こって くるス トライキ とにた いして独 自の重要

性 をあたえ る ものは、それが、競争 を廃止 して しまお うとす る労働者 の最初 の

試みで ある、 とい うことであ る」(453ペ ー ジ)と 述べ、 ス トライキの意義 を、
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競争の廃止 とい う長期的 な戦略の中 に位 置づ けて いる。

マル クス も1847年 の 「哲学の貧困」において、この問題を考察 して いる。「イ

ギ リスでは、 当面 のス トライキのみを 目的 と し、 そ してその ス トライキ と とも

に消滅 す る部分的団結 だけに、 とどま らなか った。労働者 と企業家 の闘争 にお

いて労働者 たちの城砦 と して役立っ恒久的団結 が、労働組合(tradeunions)が

結成 され た。 そ して現在 ではそれ らの地方的労働 組合 のすべて は全国労働組合

連合会(NationalAssociationofUnitedTrades)に 一つの結集点を見 いだ し、

そ して協会 の中央委 員会 は ロン ドンにあ り、協会所属員数 はすで に八万 に達 し

て いる。 それ らのス トライキ、団結、労 働組合の形成 は、 チ ャーテ ィス トとい

う名の もとにいまや一大政党 を構成 して いる労働者 たちの政治闘争 と時を同 じ

くして進行 した。相互に結集す るための労働者 たちの最初の試みは、っねに、団

結 とい う形 でお こなわれ る。大産業が、たが いに一一面識 もない多数 の人間の群

を一 ヶ所 によせ あっ め る。競争が、彼 らの利害関係 において彼 らを分裂 させ る

が、 しか し賃金 の維持が 、雇 い主 たちに対抗 して彼 らの もつ この共通 な利害 関

係が、抵抗 という一個同一の思想 において、彼 らを結集 させ る、一 それが団結

である。だ か ら団結 は、つね に二重の意 味を有 して いる。す なわ ち労働者 間の

競争を中止 させ、 そ うす ることによ って、資本家 にたいす る労働者全体の競争

をな しとげ うるよ うにす る とい う目的を もっ。た とえ最初の抵抗 目的が賃金 の

維持 にす ぎなか ったに して も、次 に資本 家の ほ うが抑圧 とい う思想で結集す る

につれて、最初 は孤立 して いた諸団体が集団を形成 す る。 そ して、つねに結合

して いる資本 に対決す るとき、彼 らに とっては組合 の維持 の ほ うが賃 金の維持

よ りも必要 不可 欠 になる。 この ことはま った く真実 であ って、イギ リスの経済

学者 たちは、彼 ら経 済学者たちか ら見れ ば賃金 のため に設立 されて いるにす ぎ

ない組合 のために、労働者 たちが その賃金のかな りの部分 を犠牲 にす るのをみ

て唖然 と しているほどなのであ る。 この競争一 これ こそ正真正銘の内乱一 に

おいて こそ、来 るべ き戦 闘に必要 なすべての要素が結合 し発展す る。 ひ とたび

この程度 に達す るやいなや、組合は政治的性格を帯 びるよ うになる」(188-189

ペー ジ)。

協同組 合 は、労働者間 の競争を廃止す る機能あ るいは可能性を内包 して いる
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し、 この点 もマル クス ・エ ンゲルスの協同組合論 の無視 で きない論点であ ろ う。

6-5プ チ ・ブル ジ ョア的協 同組合論 批判

既 にふれ たよ うに、彼 らはプル ー ドンや ラサールな どの、 プチ ・ブル ジ ョァ

的協同組合論 にたい して厳 しい批判 を加 え、協 同組 合は労働 者階級の解放 の手

段であ って、協 同組合 を 自己目的化 してはな らな いとい う見 地を堅持 した。 こ

の例は多数 あげ るこがで きるが、典型的 な もの と して、1867年 にマル クスが執

筆 した国際労働者協会(第 一イ ンタナ シ ョナル)の 「個 々の問題 につ いての暫

定中央 評議会代議員 への指示」があ る。

「五 協 同組 合労働

国際労働者協 会 の任務 は、労働者 階級 の自然発生的 な運動(斜 体 は原文 の傍

点を示す一 日野)を 結 合 し、普遍化す ることで あ って、なんで あろうと、空論

的な学説 を運動 に指 示 した り押 しつ けた りす ることではな い。 したが って、大

会 は特殊 な協同組合制度 を唱道すべ きで はな く、若干 の一般 的原理 を明 らか に

す るだけに とどめ るべ きであ る。

(イ)わ れわ れは、協同組合運動 が、階級敵対 に基礎 をお く現在の社会 を改造

す る諸力 の一つで あることを認め る。 この運動の大 きな功績は、資本 に

たい る労 の に とづ 生みだ の1・

で平 な生 産 の連 ム ム と いY一 吐 た'壮 ロ ・1と お

か え る こ とが ロ ヒだ とい'こ と に 曇 日 る 、に あ 。

(ロ)し か し、協同組合制度が、個々の賃金奴隷 の個人的な努力に限 られ るか

ぎ り、それは資本主義社会を改造 する ことはけ っ してで きないであろ う。

辻A・ 生 産 な 百 岨A漸 の な 養 ロあ る一 系 に 一

ためには、全般 的 な社会 的変 化、社 会の全般 的条 件 の変化が必要 であ る。

この変化 は、社会の組織 された力 、す なわち国家権力 を、 資本家 と地主

の手 か ら生産者 自身の手 に移す以外 の方法で は、 けっ して実現す ること

はで きない。
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(ハ)わ れわれ は労働者 に、協同組合商店 よ りは、む しろ協同組合生産 にたず

さわ ることを勧め る。前者 は現在 の経済制度の表面 にふれ るだ けである

が、後者 は この制 度の土 台を攻撃す るのであ る。

(二)わ れわれ は、実例 と教導 との双方によって、言 いかえれ ば、新 しい協同

組合工場 の設立を促進す ることと、 また説明 し説教 す る こととの双方 に

よって、協 同組合 の原理 を宣伝す るために、す べての協同組合が その共

同収入 の一 部を さいて基金 をっ くることを勧告 す る。

(ホ)協 同組 合 が ふつ うの 中 間階 級 的株 式 会社(societeparactions)に 堕

落す るの を 防 ぐた め、協 同組 合 に働 くす べ て の 労働 者 は、 株主 で あ って

もな くて も、 平等 の分 け まえ を受 け取 らな けれ ば な らな い。 た ん に一 時

的 な便 法 と して 、 低 い率 の利 子 を株 主 に払 うこ とには 、 わ れ わ れ も同意

す る」(全 集16巻 、194-165ペ ー ジ)。

これ ほど系統 的で はないが、別の批判 も紹介 してお こう。

「人間 は、自分 で 自分の歴史 をつ くる。 しか し、人 間は、 自由 自在 に、自分で勝

手 に選 んだ事情 の もとで歴史 をつ くるので はな くて、 あ るが ままの、与え られ

た、過去か らうけっ いだ事情の もとでつ くるのである」(全集8巻 、マルクス、「ル

イ ・ボナパル トの ブ リュメール十八 日」、1852年 発表 、107ペ ー ジ)。

「ルイーフィ リップの ブル ジョア君主 制のあ とにっつ くことがで きるのは、ブ

ル ジョア共和制 だ けであ る。す なわ ち、 これ までは王 の名 で ブル ジ ョァジーの

ごく0部 が支配 して きた のだが、今 後は人民 の名 にお いて ブル ジ ョア ジーの全

体が支配す るこ とになる。パ リのプ ロ レタ リアー トの要求 はユー トピア的 なた

わ ごとであ り、 こん な ものは もうやめさせ なけれ ばな らない。憲法制定国民議

会が このよ うに声 明 したの にた い して、パ リのプロ レタ リアー トは、 ヨー ロッ

パ の内乱史上 もっと も巨大 な事件で あ る六月反乱 で こたえた。 ブル ジ ョア共 和

制が勝利 を得 た。 ブル ジ ョア共和制の側 には、金融貴族、産業 ブル ジ ョァジー、

中間層、小 ブル ジ ョア、軍隊、誘導警備軍 と して組織 されたル ンペ ン ・プ ロ レ
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タ リアー ト、知識分 子、坊主 、農村住民が味方 した。パ リの プロ レタ リアー ト

の側 には、彼 ら自身 の ほか にはだれ もいなか った。勝利のあ とで、三千 人以上

の反乱者 が虐殺 され、一一万五千人が判決 もな しに流刑 に処せ られ た。 この敗北

とと もに、プ ロ レタ リア ー トは革命 の舞台の後景 にひっこんで しま う。 その後

も、運動 があ らたにたか ま りそ うに見え るたびに、す ぐさまプ ロ レタ リアー ト

はふたたび全面 に進 出 しようと試み るが、 その発揮 す る力 は しだ いに弱 くな る

一方 であ り、その成果 も貧弱 とな るばか りであ る。 自分 よ り上 の社会層 の一つ

が革命 的激動 に陥 るや いなや、 プ ロレタ リアー トはそれ と連合 を結 び、 そのた

め、いろいろな党派が っ ぎつ ぎにこうむ る敗北 のすべてを共 にす ることになる。

しか し、 これ らの追加 の打撃 は、打撃 のおよぶ範 囲が ます ます社会 の全面 にひ

ろが るにつれて、 ます ます弱 くなる。議会や新聞界 におけるプ ロレタ リアー ト

の有力 な指導者 は、っ ぎっ ぎに裁判 の犠牲 にな って、 ます ます いかがわ しい人

がプ ロレタ リアー トのgに 立っ'に なる プロ レタ リアー トの一一。は

銀 一や労 pAの よ うな、空 的 に熱 つ い

の もってい る な を す べ て って、 この い を す る こ とを

あ き らめ て、 む しろ の う しろ で、個 入 的 に、 プ ロ レタ リアー トの られ た

生 件の で、 プ ロ レタ リア ーFの い を な しとげ よ う とす る運 し

たが ってか な らず失放 す るに きま って い る運 動 」"、熱 中 す る」(114-115ペ ー

O
)ソ

マル クスは有名 な 「ゴー タ綱領批判」 において も協 同組合主 義を批判 して い

る。要点 は、協同組 合 は、労働者階級の多様 な活動領域 の重要 な1っ であ るが、

協同組合運動 それ 自体 で、階級社会 の変革 は不可能で あ り、協 同組合 は労働者

階級 の階級 闘争の、そ して政治権力獲得 に至 る活動分野の1部 であ ることを明確

に認識すべ きだ とい うことであ る。

「『ドイツ労働者党 は、社会問題解決の道 をひ らくために、国家 の補助 を受 け、

動労人 民 の民主 的統 制 の もとにおかれ る生産協 同組合 の設立 を要求す る。 これ

らの生産協同組 合は、 この生産 協同組 合か ら総労 働者 の社 会主 義的組織 が発生

しうるほ どの規 模で、工業 と農業のため に設立 さるべ きであ る。』
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ラサ ールの 『賃金鉄則 』のあ とに、予言者の救世策 が現 われ る!現 存す る階

級闘争のかわ りに 『社会問題 』 という新聞記者 の常套語が現 われ、その 『解 決』

の 『道が ひ らかれ る』。 『総労働の社会主義組織』 は、社会 の革命的 な転化過程

か ら 『発生す る』の ではな く、国家が生産協 同組合 にあたえ る 『国家補助』か

ら 『発生』 し、この生産協 同組合は、労働者で はな く、国家 がr設 立 する」。新

しい鉄道 のよ うに国債で新 しい社会を建設で きるとい うのは、 ラサールの空想

にふ さわ しい ことだ!」

(全集19巻 、マル クス、 「ゴー タ綱領批判 」、26-27ペ ー ジ)。

「労働者が協同組 合生産 の諸条件を社会的 な規模 で、まず最初 は自国に国民的

規模 でっ くりだそ うとす るのは、現在の生産諸 条件の変革 のために努力す ると

い うことにほか な らず、国家の補助 による協 同組合の設立 とはなんのかかわ り

もない ものであ る!ま た、今 日の協 同組合 について いえば、 それは政府か らも

ブル ジ ョアか ら も保 護を受 けず に労働者 が 自主 的 につ くりだ した ものであ ると

きに、は じめて価値 を も って いる。」(27ペ ー ジ)。

この文書の執筆 か ら4年 前の1871年 に、マル クスは 『ザ ・ワール ド』紙通信

員 との イ ンタ ビューで、国際労働者協会の 目的を 「政治権力の獲 得によ って労

働者階級を経済的 に解放す る こと」(全 集17巻 、610ペ ー ジ)と した うえで、各

国の運動 は 「その国 の労働者階級の問題」で あるとい う見地 を示 し、同時 に協

同組合 は労働者組 織 の上 記 の一般 的 目的 の手段 で あ るこ とを明言 して いる。

「以上のすべてを一言 で要約 しま しょう。労働者階級は富 の増加のただなかで貧

困 のままで お り、奢 の増加 のただなかで悲惨 なままで いるのです 。彼 らの物質

的窮乏 は肉体的 に も道徳的 に も彼 らを不具 に します。彼 らは他人 の救済にたよ

ることはで きません。 そ こで彼 らにとっては、 自分 自身 の問題 を 自分の手 にと

りあげ ることが絶対 に必要 にな ったのです。彼 らは、彼 ら自身 と資本家 と地主

との あいだの.、"え なければな'な いのであ これは ノYが 土A"

る こと 意 るの で これが に'れ た あ'ゆ る帯 組雄 の一

・ ・で 、土 地 帯 連 盟 勘 咀Aと 出9組A百 組Aと 百組A生

はそのための手段 にす ぎな いのです。 これ らの諸組織間 の完全 な連帯を確立す

ることが国際 〔労働者 〕協会 の仕事 です」(全 集17巻 、612ペ ー ジ)。
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1891年 にエ ンゲルスは、マル クスの 『フラ ンス におけ る内乱』の1891年 版

へ の序文 で、次 の補足を行 った。

「コ ミュー ンの議員 は、ブラ ンキ主義者 彼 らは国民軍中央委員会 で も牛耳

っていた か らなる多数派 と、プルー ドンの社会主義学派 の追随者 を主 とす る

国際労働者協会の会員たちか らな る少数派 とに分かれていた」(全集22巻 、201

ペ ー ジ)。

「コ ミュー ンの経済上の政令 については、そのほめるべ き面 もほめ られない面

もあわせ て、 まず第一 にプルー ドン主義者の責任 が あ り、そ して コ ミュー ンの

政治上の行動や怠慢 につ いてはブラ ンキ主義 者 に責任 があ ることは、 い うまで

もない。」(202ペ ー ジ)。

「小農民 と手工業親方 との社会主義者であるプル ー ドンは、組合 〔Assoziation〕

を断然 に くんで いた。彼 は組合 につ いて こう言 って いた。組合 には よいこ とよ

りも悪 い ことのほ うが多 くふ くまれて い る。組合 は、労働者 の 自由を束縛す る

枷 の一っ であ るか ら、 もともと不毛で あ り、有害 で さえ ある。組 合は ま った く

の独断 であ り、不生産的 で、 わず らわ しく、労働者の 自由 と も労 働者 の節約 と

もあい反す る ものであ る。雲 あいの利点 よ りは不利 な点の ほ うが早 く増大す る。

組合 に くらべて、競争、分業 、私 的所有 は経済的 な力 である。 た とえ ば鉄道 の

ように、大工業 や大経営体の一 プルー ドンの いうところで は一 例外的 な場合

にだけ、労働者の組 合は適当で ある、 と。(『〔十九世紀 におけ る〕革命の一般 的

な理念 』第三研究を参照 。)

1871年 には、工芸手工業 の中心地であ るパ リでさえ、大工業 はす でに例外的

な場合 ではまった くな くな っていて、コ ミュー ンの とりわ け重要 な一政令 は、大

工業や、さ らにはマニ ュフ ァクチュア まで もの組織化を命 じて いたほどであ る。

その組織化 は、各工場 におけ る労働者 の 〔協同〕組合 を基礎 と して いたばか り

か、 これ らの協 同組合の全部 を一大連合体 に統合す るはずで あった。要す るに、

マル クスが 『内乱』 で まった く正 しく言 って いるように、 この組織化 の終局 の

結果 は、共産主義 に、 したが って プル ー ドンの学説 とは正反対 の ものに、 な ら

ざ るをえ なか った。 だか ら、 コ ミュー ンはまたプルー ドン派 の社会主義 の墓 場

ともな ったので ある。今 日で は この学派 は、 フラ ンスの労働者 の問か ら姿 を消
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して い る」(202ペ ー ジ)。

6-6ブ ル ジ ョア ジー、権 力 によ る協 同組 合へ の介 入、

支 配 にたいす る批判

マル クス とエ ンゲルスは協 同組合 を重視す るとともに、協同組合が少なか ら

ぬ成功 を収 めた後で は、 ブル ジ ョア ジー自身が協 同組合 を利用す るよ うにな っ

た事情 を考慮 して、慎重 に問題 を分析 した。

「今世紀 の最初の十年間が過 ぎるとまもな く、 ロバ ー ト・オーエ ンが、労働 日

の制限の必要性を理論的 に主張 しただけでな く、十時間労働 日をニュー ・ラナー

クの彼 の工場 で現実 に実施 した とき、 それは共産主義的空想で あ ると嘲笑 され

た一 彼の 『生産的労働 と児童の教育 との結合』 とま った く同 じように、また彼

によって創設 された労働者の協 同組合 とまった く同 じよ うに。 こんにちで は、右

の第一 の空想 は工場法 とな ってお り、第二 の空想 はすべて の 『工場法 』におい

て正式 の用語 と して用 い られてお り、第三 の空想 は、 それ ど ころか魅 反動

的 なぺてん の仮面 と して役立 って いる」(資 本論、第 一部、520ペ ー ジ)。

もう一つ の留意事項 は、国家権力 によ る協 同組合 への介入 にた いす る態度で

ある。マル クスか らエ ンゲルス にあてた1865年2月18日 付 け手紙 に、協 同組

合運動 の 自主性 に関わ る論評が見 られ る。マル クスは、エ ンゲルスに、 シュヴ

ァイ ツ ァーに宛 てた自分の手紙一 この手紙 は1865年2月13日 付 けで、全集

31巻 、373-374ペ ージにあ り一 の写 しを送 って い るが、その なかに次の指

摘が 出て くる。

「私 は、貴紙 か ら、内閣が団結禁止法の廃止 にっ いて曖昧 に、 そ して時をか

せ ぎなが ら意見 を述べて いる、 とい うことを知 って います。 これ に反 して、『タ

イムズ』の一電報 は、内閣 は予想 されて いた国家 によ る協同組合援助 にかん し

て保護 者的 な ことばを も らした、 と報 じています。」p.62

「団結 は、そ こか ら成長す る労働組合 とともに、ブル ジョア ジー との闘争 のた

めの労働者階級 の組織の手段 と して極度の重要性を もって いるだけではな く一
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この重要性 は、 なかんず く、合衆国 の労働者で さえ、選挙権 と共 和制 とが あ る

にもかかわ らず、それを欠 くことはで きないとい うことに現 われ ている一 、プ

ロイセ ンお よび全 ドイツにおいて は団結権 はさ らに警察支配 や官 僚制 度 の打破

であ り、僕脾 条例 や農村 にお ける貴族経営 を粉砕 し、要す るに、それは 『臣民』

が成人 になるための方策で あ り、 この方策 は、進歩党 で も、 すなわち プ ロイセ

ンにお けるどの ブル ジ ョア的野党で も、気が違 ってい ないか ぎ り、プ ロイ セ ン

政府 よ りも、 ま して や ビスマル クごときの政府 よ りも、百倍 も早 く承認 で きる

はずの ものなのです!こ れに反 して、他方では、王 国プ ロイセ ン政府の協同組

合援助 は一 そ して プロイセ ンの事情を知 っている人 な らばだれで もは じめか ら

必然 的な媛小規模 を も知 ってい るで しょう一 経済的方策 としてはゼ ロですが、

同時 にこれによ って後見制度 が拡大 され、労働者 階級 の一一部が買収 され、運動

が無 力化 され るのです」(全 集31巻 、63ペ ー ジ)。

エ ンゲルスは、協 同組合の 自主性 と関わ って、労働者階級が政府 に要求 すべ

き内容 を次 のよ うに提示 した。

「労働者の零細 な金 を こんな風 にブル ジョア ジーに くれてや ること 〔一八八四

年末に生 じた、政府 による海外定期汽船航路の開設 とそれへ の資金供与問題。 こ

れに賛成す る とい うことは ドイツ大 ブル ジ ョアジーの植民地 的膨 張を支持 す る

ことであ った。注解〕に無条件 で賛成投票す るなどとい うことは、 もちろん、僕

は断 じて考え ることがで きなか った。」

「労働者 とブル ジ ョア ジーを平等 の立場 で扱 いたまえ。一 そこで、た とえば次

のように要求す る。

(一)労 働者協同組合 に補助金や貸付金を供与す ること。 これは、新 しい事業

をお こす ためではな く(そ うい うことは、 ラサ ールの提案 を、 その あ ら

ゆ る欠陥 ともどもむ しかえす ことに しかな らないであろ う)。 それ よ りも

む しろ次 の 目的の ためで ある。

(a)国 有地(あ るいはまたその他の領地)を 賃借 し、協同組合 の手 で経営

す る こと。

(b)恐 慌時や、あるいはまた破産 にためにその持 ち主が操業 を停止 した り、
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その他 の理 由で売 りにだ されて いる工場 等 々を、 自己の勘定か、 また

は国の負担 で買 い取 って、協 同組合の手 で経 営 し、 こ うして全生産 を

しだ いに協 同組合的生産 に移行 させ る手 は じめ とす る こと。

(二)す べての公共的な請負事業 にさい し、同一の条件で協 同組合を資本家や

その連合 体 よ りも優先 させ る こと。 したが って、一般 原則 と して、すべ

ての公共 事業 をで きるだ け協 同組合 に請負わせ ること。

(三)自 由な協同組合の活動 を今 なお妨げているいっさいの法律上の障害や束

縛 を一掃す ること。 したが って、なによ りもまず社会主義者取締法一 い

うまで もな く、 いっさいの労 働組合 や協 同組合 を破壊 して いるこの法

律 を廃止することによって、労働者階級 にたい して普通法一 どん な

に貧 弱 な もの にもせ よ一 の保護 を回復 させ ること。

(四)労 働組合(TradeUnion)に 完全 な自由をあたえ、 これを完全な権利 を

もっ法人 と して承認す ること」(全 集36巻 「エ ンゲルスか らアウグス ト・

べ一ベルへの1884年12月30日 付 けの手紙」、238ペ ー ジ)。

6-7資 本主義 に代わる社会 において協 同組合が果 たす役割

次に資本主義 的生産様式に代 わ る共産主義的生 産様式 にお いて、すなわち共

産主義経済 にお いて協

同組合が果 たす役割にっいての、マル クス とエ ンゲルスの見解を確認 しよ う。す

でに見 て きた ところで も、「この運動 の大 きな功績 は、資本 にた いす る労働 の隷

属 に もとつ く、窮乏 を生 みだす現在 の専 制的制度 を、自由 で平等 な生産 者 の連

合社会 とい う、福祉 を もた らす共和 的制 度 とお きかえ ることが可能だ とい うこ

とを、実地 に証明す る点 にあ る」とか、「社会 的生産を 自由な協同組合労働の 巨

大な、調和 あ る一体系に転化す る」 とか、「資本主義的生産様式か ら発生す る工

日 度がな。れば q組A工 日は しえなか ったであろ ツ 謹1は

主 ・弘企 が 主 ・ コA土 に ～ ・に 一 ヒ るた め の主 な基盤

な の と 冒 じよ'に か れ 小 な か れ ・ 冊で の 盲組AAの'・ ム

のための 日 る
主 ・Aは 百組A工 とQに
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主 的生 産rか 冠宿ム ・生産 へ の`pク 態 とみ な され るべ で あ るが

た だ文 立 が 、 前 で は 消 亟的 に止 日され 、'で は 的 に止 日され るので あ

る」 とい う指摘 か らも読 み とれ るよ うに、マル クス とエ ンゲルスは、 資本主義

社会、過渡期、 そ して将来の社会 におけ る協 同組 合の重要 な役割 と意義 を強調

して いた。

ここで、注5で 残 して おいた論点の うち、エ ンゲルスが社会主義社会で 「生産

手段 をすべて国有化 」す るとは言わ なか った ことに触 れてお く。

エ ンゲルスは マル クス没後 の1886年 にア ウグス ト・ベーベルに宛てた手紙の

なかで、次の よ うに述べて いる。

「パ リ ・コ ミュー ンが要求 した ように、労働者 は工場主 たちが休止 させて いる

工場 を、協同組 合的 に経営 しなけれ ばな らな い。 これ は大 きい違 いだ。 そ して

虐全 な±ヒ産主 経。 への だにあた って
、 日 と して、 われわれがa組

A・ 経 愚 広 帰 に 心 しな1れ ば なSな い で あ ろ'と い'こ と この こ と に

つ いて はマ ル クス
マ
。 った こ とは な か った。 た だ、 問 題 は次 の よ う

に取 り計 らなければな らない。すなわち、社会が、したが ってまずは国家が、生

産手段 を所有 し、そ うす ることによ って協 同組合 の特殊利益 が社会全体 に対立

して設定 され る ことのないよ うに しな ければな らない」(全 集36巻 、373-374

ペ ージ)。

エ ンゲルスは、国家が生産手段 を所有す るのは過渡的な方策 であることを、明

快 に説 いて いる。同 じ主 旨の ことは、例 えば 『反 デュー リング論』で も述べ ら

れ ている。

「生産力 の国家的所有は衝突の解決ではな いが、 しか し、その なかには、解決

の形式的 な手段、手がか りが隠 されて いる」(全 集20巻 、288ペ ージ)。

「プロ レタ リアー トは国家権力を掌握 し、生産手段をまずは じめには国家的所

有 に転化す る。 だが、そ うす ることで、 プ ロレタ リア ー トは、プ ロ レタ リアー

トとしての 自分 自身を揚棄 し、 そ うす る ことであ らゆ る階級区別 と階級対 立を

揚棄 し、 そ うす る ことで また国家 と しての国家 を も揚棄す る」(289ペ ー ジ)。

み られ るよ うに、生産手段の国家 的所有は過渡的措置 と位置づけ られて いる。
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では、生産 手段 の本 格的 な、過渡的 ではな い所有形態 は何 か。

「社会的 に作用す る諸力は、自然力 とま った く同 じように作用す る。すなわち、

われわれがそれを認識せず、考慮 に入れ ないあいだは、盲 目的 に、暴力的に、破

壊 的に作用 す る。 しか し、 いったん われ われがそれを認識 し、 その活動 、その

方 向、 その結果 を認 識 し、 その活動 、その方 向、 その結果 を把握 した な ら、そ

れ らを ます ます われわれの意志 に従 わせ 、それ らを手段 と してわれわれの 目的

を達成す ることは、ま った くわれわれ にかか ることになる。 そ して、これは、今

日の巨大 な生 産力 にと くによ くあてはま ることであ る」「だが 、いったん その本

性 を把握すれば、協 同社 会 に結合 した生産者 たちの手 で、 これ らの生産力 を悪

魔 的な支配 者か ら従 順な召使 に変え ることが できる」(288ペ ー ジ)。

同様の認識 は、マルクスによ って、彼 が 自 らの力 で 『資本論』第1巻 を完成さ

せた1867年 か ら5年 後の1872年 に、「土地 の国有化 にっ いて」 とい う草稿の中

で次の よ うに述 べ られて いる。 なお この論文 は生前は未発表 に終 わ った。

「私 は反対 に次 のよ うに言 う。土地 は全国民だ けが所有 で きる とい う決定 を、

未来 は くだすであろ う、 と。協 同組合 に結合 した産業労働者 の手 に土地 を渡す

とい うことは、生産者 の うちのただ ひ とっ の階級だけ に全社会 を引 き渡す こと

にほかな らないであ ろう。土地 の国有化 は、労資の関係 に完全 な変化 をひきお

こすであろ う し、結局 は、工業であ ろ うと農業であろ うと、資本主義的生産を

古全に 止 るで あ ろ'そ'な
ったと は じめてd差 と 、 とは そ

れ 生 み だ した 鍮 ・土 ム とい っ しょにご…'し 土Aは 一 つ の な 『生産

の協 同組合 に変わ るであろ う。他人の労 働で暮 らして い くよ うな ことは、過去

の事柄 となるであろ う!そ こには、社会 その もの と区別された政府 も国家 も、も

はや存在 しな いであ ろ う!

農業、鉱業、製造 業、一言 で いえばすべ ての生産部門は、 しだ い最 も効果的

な グ態に組姫 されて い くであろy生 産 の国 的 中はA理 ・な五 論

画 に"っ て 意 養 ・に だ る 、 でwな 生 産 た ち の 養 百組Aか'な る

一 土Aの ・基 と な る で あ ろYこ れ こ そ19dの な 経 ・ ・運 が

め ざ して い る 目標 で あ る」(全 集18巻 、55ペ ー ジ)。
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エ ンゲル スは その晩年 に、労働者が社会を統治す る能力に欠 けて い るのでは

ないか、 とい うオ ッ ト・フォン ・べ 一ニ クか らの質問 にたい して 、協 同組合 こ

そが労働者 の統治能 力 を実証 して いる と答え た。

「いわゆる 『社会主 義社会』は、私の考 えでは、 いっぺんに出来 あが って しま

うものでは な く、他 のすべ ての社会状 態 と同様、 たえず変化 し改造 されっづ け

るもの と して と らえ なければ な らない と思 います。現在 の状態 との重大 な相違

は、 もちろん、 さ しあた って国民がすべての生産手段 を共有す ることを基 礎 と

した生産の組織 にあ ります。 この変革をあすの うちに も実施す る一 これは段階

的 に、ということです一 の に、私 はなんの支障 もないと思 います。塵 労

がそれだ。のムヒ って いる こと これは"の 生 百 咀A・ 改

百組Aが た さん あ って 塾 、の た め に意'・ に 産 させ'れ な いか"で は

ブル ジ ョア の コA土 とま ったaじ よYに っぱ に しか そ れ は るか

に葦 に'濫 さ れ た と こ ろか'日'か で 。 わ が 国 の労 働 者 が 社 会 主 義 者取

締 法 にた い してみ ごとにたたか いぬ いて、政 治的 な成熟 をみ ごとに証 明 してみ

せ たいま、 どう して あなたが ドイツにお ける大衆 の教 養のなさな どとお っ しゃ

るのか、私 には合点が い きません。わが国の いわ ゆる教 養あ る人 々の、学者ぶ

った、思 いあが うた うぬぼれ こそは るか に大 きな障害 となろ う、 と私 には思わ

れ ます」(全 集37巻 、「エ ンゲルスか らオ ッ ト・フ ォン ・ベ ーニ クへの1890年

8月21日 付 けの手紙 」、387ペ ー ジ)。

同様の見解 はエ ンゲル スの死の前年 の1894年 に、「共産党宣 言」の文言を引

きっっ、組合社会を将来 の基本 的 な社会形態で あるという見解 が、50年 近 く前

か ら、マル クス とエ ンゲルスの一貫 した見通 しであ ったことを、確認 してい る。

「私 は、近代 の社会主義者のなかで偉大 なフ ィ レンツェ人[ダ ンテ]と 対 をなす

ことがで きるよ うに思え るただひ とりの人で あるマル クスの著作 のなか に、 あ

なたが所望 されて いるよ うな標語 を見っ けだ そ うと しま した。 しか し、私が見

っけることがで きたのは、『共産党宣言』に述べ られて いる次 の一節だけで した。

すなわ ち、『たが いに衝突 しあ う階/級 に分裂 して いる旧 ブル ジ ョア社会 にかわ

って、 の な が の な の 一であるよ'な1っ の 咀AiA

塵 』
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未来 の新 しい時代 の精神 を数語 に要約 す る ことは、空想主義や空文句 に陥る

ことな しには、 ほとん ど不可能です。

です か ら、わた しの提供 します ものが、 ご所望 の条件 をみた して いな くて も、

ど うかお許 しくだ さい」(全 集第39巻 、エ ンゲル スか らジュゼ ッペ ・カネガへ、

1894年1月9日 の手紙、176-177ペ ー ジ)。

以上の引用か ら、マル クス とエ ンゲルス とい う科学 的社会主義の創 始者たち

が、協同組合を、資本主義経済 の中で も労働者 の 自主 的な企業形態 と して重視

し、また共産主義経済における主要な企業形態 として位置づ けて いたことは、明

らかであろ う。問題 は現在の世界 において、また 日本 において、そ して保健 ・医

療 という分野で、マルクスたちの観点を どのよ うに展開す るかである。 このテー

マにつ いて は、 いずれ改めて取 り組み たい と考 えて いる。


